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平成 20年度第４回協働事業評価会 

平成 20年 12月 18日午後２時００分 

区役所本庁舎第４委員会室 

出席者 久塚委員、徳永委員、宇都木委員、内山委員、鈴木委員、冨井委員、伊藤(清)委         

員 

事務局 早乙女協働推進主査、西堀主任、永澤主事 

 

 久塚座長 第４回協働事業評価会を始めます。議事に入る前に、異動がありました。地

域調整課長にしていただいていた仕事は、部長さんが取り扱いをするということで。 

 事務局 はい、３月まではあとの者は異動してきませんで、部長が事務取扱ということ

で務めさせていただくようになります。ちょっと部長も本日と、あと１月なのですけども、

スケジュールの調整ができませんでして、欠席をさせていただくようになりますが、よろ

しくお願いいたします。 

 久塚座長 では、議事に入りますけれども、今日は三つのヒアリングと、それから一つ

の取りまとめという形になっております。資料の確認をお願いいたします。 

 事務局 まず、議事に入る前なのですが、本日も記録をとりますので、発言の前にお名

前のほうをお願いいたします。 

 資料の確認に入らせていただきます。 

 まず、資料１が「外国人の子供の学習支援等」の自己点検と相互検証シート、それから

協定書、契約書、仕様書、内訳書をつづったものになっております。 

 続きまして、資料２が「経済的自立を目指す女性のための就労支援」、こちらのほうも同

じように自己点検と相互検証シート等をつづったものになっております。 

 資料３は「子育て支援者養成事業」、こちらのほうも自己点検・相互検証シート等をつづ

った資料となっております。 

 続きまして、資料４になります。資料４が全部で①、②、③と３種類ございます。こち

らのほう、今日ヒアリングを行っていただきます３団体の３事業についての評価書となっ

ておりますので、ヒアリングをしながらメモ等をとっていただくのにご活用頂きたいと思

います。 

 続きまして資料５は前回ヒアリングを行いました「中学卒業後からの青年支援対策事業」

の事業別評価書、各委員から出していただきましたものを一つの表に落としたものになっ
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ております。 

 そのほかに資料番号を振っていないのですが、二つほどございまして、まず一つ目が「経

済的自立を目指す女性のための就労支援事業」前回のヒアリングを行った後に記入してい

ただきました評価書、各委員が記入しました評価書のほうを一応打ち出しておいてありま

す。参考にしてください。 

 それからもう１枚が、協働支援会議等開催経過・予定ということで、日程表になってお

ります。 

 資料につきましては以上です。 

 久塚座長 皆さん、ありますか、大丈夫ですか。 

 じゃ、１５分から始まりますけども、それを目指して何か事務局のほうから説明があっ

たら。 

 事務局 本日のヒアリングの進め方で、毎回繰り返しの説明になるのですが、まず事業

の概要と実施状況について、５分程度で提案団体から説明をしていただきます。その後、

事業課のほうから補足があれば説明をいたします。その後に、協働事業評価書を作成する

上での各委員からの事業課及び提案団体に対しての質疑を行います。事業課及び提案団体

が退席した後に、また各委員の意見交換を、今回３事業のヒアリングということで、あま

り時間はとれないのですが行いたいと思います。 

 それから、ヒアリングは公開になっておりまして、議事録をまた新宿区ホームページで

公開するようになります。それから、今日の３事業の継続等の関係なのですが、まず１番

目にヒアリングを行います「外国人の子どもの学習支援等」につきましては、今年度協働

事業提案制度の事業としては２年目なのですけれども、これを終了後も、内容を一部変更

はするのですが、区の事業として継続することになっております。 

 それから、２番目に行います「経済的自立を目指す女性のための就労支援」のほうなの

ですが、こちら、前に１回ヒアリングを行っていただいているところなのですけれども、

団体のほうと今年度のことを踏まえて来年度どうするかという話し合いを行いまして、来

年度につきましては、継続しないという結果となっております。 

 理由としましては、前回のヒアリングのときにも随分出ていたのですが、児童扶養手当

に関する政府の方針の変更によって、想定していた情勢とならなかったことで区民ニーズ

も変化していて、採択した内容での実施が困難であり、成果が期待できないということと、

団体自身も１年間やってみて、講座を実施するノウハウは、団体は持っているのですけど
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も、協働事業ということで書類などを作成するのも結構ありまして、事務的なもので体力

的な負担が大きいということで、とても来年度、今の自分たちの団体の状態では継続でき

ないというようなことの申し出がございました。 

 それから、３番目にヒアリングを行います「子育て支援者養成事業」につきましては、

やはりこちらのほうも協働事業提案制度としては２年目なのですけども、この協働事業提

案制度終了後もそのまま継続して実施することになっております。 

 各団体のヒアリングが３０分ずつ時間をとってございまして、進行のぐあいにもよるの

ですけれども、本日全部で会議が３時間と長いので、１番目と２番目のヒアリングが終わ

った後の３番目との間で休憩を１０分程度とれればと考えております。 

 事務局からは以上です。 

 久塚座長 手元の時間がそれほど長くない中でのヒアリングというふうになりますし、

３団体でお声がけをしている時刻に来ていただくというようなこともあって、もっともっ

と聞きたいことがあったり、議論をしてみたいと思ったりということがあるかもしれませ

んけど、時間内でまとめるようにご協力いただければと思います。 

 事務局 今、一つだけ事業課がまだ来ていないので、連絡をしてみます。 

 久塚座長 はい。 

 事務局 すみません、もうしばらくお待ちください。入っていただいていてよろしいで

すか。 

 久塚座長 はい。 

 

（みんなのおうち・文化観光国際課・子どもサービス課担当職員着席） 

 

 久塚座長 どうも、お忙しいときにありがとうございます。今からヒアリングを行いま

す。 

 事務局 それでは、本日１番目のヒアリングになります、事業名「外国人の子どもの学

習支援等」のヒアリングを実施させていただきます。 

 実施団体がみんなのおうち、それから区のほうで関係しているのが文化観光国際課、そ

れから子ども家庭部子どもサービス課となっております。 

 まず、ヒアリングの進め方を簡単に説明させていただきます。初めに事業の概要と実施

状況について、提案団体さんのほうから５分程度で簡単に説明をお願いいたします。その
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後、補足がありましたら、事業課のほうで補足をお願いいたします。その後、各委員から

の質疑に入らせていただきます。以上です。 

 久塚座長 時間が限られていますので、提案団体から５分程度で事業の概要、実施状況

について説明してください。よろしくお願いします。 

 みんなのおうち それでは、学習支援に関連したところは小林のほうから、その後の協

働支援、まだキャンプはやっていませんけれども、交流と共生支援については、私、代表

の三島のほうから少し簡単に触れさせていただきます。じゃ、小林のほうから。 

 みんなのおうち  学習支援に関しては、昨年から引き続きということになりまして、

子どもは半分程度入れかわりまして、現在のところは４３名になっております。それで、

ボランティアの数は昨年から引き続きと、さらにプラスアルファで現在のところ７４名の

登録となっております。 

 今年、去年と多少変えたのは、昨年の場合は２カ所のところを週３回ずつやっておりま

したが、今年中学校３年生が１３名と多数なものですから、中学校３年生の高校受験に向

けての補強をということで、３年生以外の中学校２年生以下は週２回ずつ、中学校３年生

は大久保児童館で、土曜日の５時半から３時間という形で、中学校３年生を集めて中心的

に土曜日に行っております。 

 ですから、昨年に比べて開催日数は、昨年は週６日でしたけれども、今年は週５日とい

うことになりました。 

 その中で、昨年はなかなか学校との連携がとれなかったということだったのですが、回

を追うことによって、学校のほうからも活動自体が認知されてきたということもありまし

て、学校からこういう子どもを引き受けてくれないかとか、あるいは特に中学校３年生に

関してなのですが、三者面談というものがありまして、高校を決めるに際しては、親御さ

んのほうも日本の教育システムがよくわからないので立ち会ってくれないかというふうな

こともありまして、そういうところに何度か私も同席する機会がありまして、学校のほう

との連絡も割とできるようになってきて、担任の先生とも直接話すということもできるよ

うになりました。 

 また、中学校３年生に関しては学校見学の同行とか、あるいは学校との校長面談という

ことに関しても、私たちのボランティアの中で同行して、いろいろ情報を集めるというふ

うなところで、昨年との違いはそのあたりのところかなというふうに考えております。 

 また、昨年度、手に負えなくて勉強しなく暴れたりした子どもたちも、一たん辞めても
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らったのですが、しっかり勉強するから、もう１回復帰させてくれというふうなこともあ

りまして、現在また復帰して勉強しているということになっておりまして、単なる勉強と

いうだけではなくて、居場所という意味合いのところがかなり定着したかなというふうに

なっているかなと思います。 

 昨年と引き続き日本サムスン、あるいは日本ＩＢＭの社員さんの方が、ボランティアと

して学習支援に参加してくださっております。また、富士ゼロックスさんのほうからもい

ろいろ支援をいただいておりまして、企業からの支援ということも、学習支援のほうに関

してはいろいろいただいているということで、社会的にもかなり認知されたかなという感

じがしております。 

 また、今年の３月１４日には、ＮＨＫの「特報首都圏」でも２５分の番組中、１５分ぐ

らい取材に来て流されたということもありまして、社会的にもかなりこの活動自体が必要

だということを認知されたかなというふうに思っております。以上です。 

 久塚座長 ありがとうございました。じゃ、簡単に。 

 みんなのおうち 簡単に。キャンプのほうはこれからですので、少しお願いというよう

なことも含めてになると思います。実際には親子がそういうふうに集って、ボランティア

も含めた交流ができる場というのはなかなか数が少ないものですから、キャンプというの

は非常に有効だというふうに私たちは考えてきていました。 

 ただ、そのことがなかなか見えにくいというところは、実際にはあると思います。実際

にその中で育った方が、例えばいわゆる通訳とか、そういうボランティアに親御さんが行

っているという例も実際にありますし、その推薦を私どもの小林のほうに話があって、そ

こが推薦をして行ってもらうというようなことも、相変わらず続いています。 

 そういう意味で地域の人たちと、それから外国籍の方たちの共生というのは、一つ大き

な新宿の中のテーマだと思うのですけども、キャンプにかわるものが何かあって、そうい

うことがあって、キャンプでは有効ではないということであればわからなくはないですが、

実際には特に有効な何か方法がとられているようにあまり思えないのに、実質的にはキャ

ンプが来年以降は予算化されないというふうに言われているのは、非常に残念だというの

が一つあります。 

 ですから、そのことはぜひ評価委員会の方からも、共生について私たちは最初から取り

組むテーマとして挙げてきていますし、親たちがその共生の仲立ちをするような方たちに

育てていく、そういうことも含んでいるというふうに伝えてきましたので、このことがど
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うなっているかというのを、ぜひ見守りたいとは思っています。 

 もう一つは、実質的には学校から相談が来たりして、今、小林から報告がありましたけ

ども、三者面談に同行するだとか、それから高校の推薦をいただくときに、例えば高校の

校長先生に会いに行くとか、そういうことも実際に子どもを連れてボランティアが行くと

いうようなことも、もう実際にやっています。 

 ですから、そういう意味では実質的な連携は進んでいるとは思います。ただ、それは来

ている子たちに関してであって、全体としてどういう制度で運用しながら応援をしていく

かという制度ということでいうと、やはり私たちが今年度申し上げた六者協議会のような

ものが、もっとちゃんと維持されていく必要があるのではないか、理念としてです。そう

いうようなものを感じていますと、なかなかやっぱり教育委員会の側の事情もかなりあっ

て、持てないというのが常態です。 

 ですから、その辺がやっぱり制度として持たない限り、本当に共生というふうに進んで

くるときには、必要ないわゆるいろんな取り組みを超えた横のつながりをつくっていくと

いうことは、これからもますます重要だと思いますので、そのあたりのことも、今回の評

価委員の方から評価していただいて、ぜひ提言もいただけたらというふうに考えています。 

 以上、お願いになりましたけども、よろしくお願いします。 

 久塚座長 事業課のほうから何か補足の説明がありましたら。 

 事業課 まず、事業の中身についての変化ということなのですけれども、２年目に入り

まして、かなりノウハウとかそういったものが蓄積されまして、ボランティアさんとスタ

ッフさん、子どもたちの信頼関係がかなり築けて動いているなという、感じています。子

どもたちも落ちついて学習に取り組んでいる。もうとてもよい雰囲気で進んでいると思っ

ております。これは本当にスタッフの皆さんの取り組みのおかげというふうに思っていま

す。 

 また、随時定員も満員という状態で、かなりニーズも高い、継続性の高い事業だという

ふうには評価しています。 

 久塚座長 よろしいですか。 

 じゃ、委員のほうから幾つか質問をさせていただきますので、答えられる範囲で。それ

から、これは公開ですし、議事録を残す形になっておりますので、ご了解をいただければ

と思います。 

 じゃ、発言する前にお名前を。 
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 伊藤（清）委員 今回で評価は２回目ということですね。前回のときにはかなり事業課

さんと教育委員会さんとの関係がぎくしゃくしていたようなのですけども、多分その後、

いろいろと調整されたみたいで、今回のこれを聞くと、その関係はかなりよくなって、風

通しもよくなっているようですけども、それで一番そこで課題、問題点として出たもの、

ここができたからよくなったのだというところがありましたら、一つだけでも。 

 みんなのおうち 先ほど代表のほうから話があったように現実的にシステム化はされて

いないのですけど、一応形の上では六者協議会というのを２回開くことができたというこ

とで、教育委員会のほうもこういう活動をしていて、そのものに意味があるということを

認識してくださったと。そのことによって教育委員会のほうも、この子どもたちに対する

支援をさらにしなければいけないというふうな方向の動きが出てきたということでは、風

通しというか、一つの意味で意見交換ができたかなというふうには思っております。 

 伊藤（清）委員 あと、もう一つですけども、この事業に関しては二つあると思うので

す。子どもさんたちが日本の社会に溶け込んで、日本語が上手になることと、それから進

学できていく、その最終目標的には就職もあるのかもわかりませんけれども、そのときに

みんなのおうちさんがここに書かれているような交流活動というものが必要だと。多分そ

ういうのは、会話や何かを含めていろいろあると思うのですけども、それと去年、中学の

３年生がいたとすれば、そのうち高校に進学できたという方がおられるのであれば、何分

の何ですという、ちょっとそこら辺だけ。 

 みんなのおうち 幸いと言っては変な言い方ですが、昨年は１人も３年生が、１人いた

のですけれども、途中でちょっといなくなってしまったということがあって、昨年は中学

校３年生は１人もいなくて、３年生は今年初めてということです。 

 それと、交流ということでちょっとつけ加えさせていただきますと、今週の土曜日の２

０日の日に、大久保地域センターで交流会をいたします。その席は親と子どもとボランテ

ィアとプラスアルファ、今年度は私が大久保地区協議会に属していますので、大久保地区

協議会の方にご参加くださいということと、あと民生委員さんの会合がございまして、そ

ちらのほうからも民生委員さんが２０日の会合に、というか交流会に参加してくださると

いうふうなことも周知してくださるということなので、去年は地域の方は入っていなかっ

たのですけれども、今年は支援している子どもの親、ボランティア、プラスアルファ地域

の町会長さんとか、あるいは民生委員さんとかが来てくださるということになっているの

で、地域との共生という意味における一つの前進はできるのかなと思っております。 



 8

 伊藤（清）委員 ありがとうございます。 

 久塚座長 ほかにありませんか。 

 冨井委員 一つは今ちょっとお答えになっていた地域住民との交流といいますか、例え

ば魚沼にツアーに行かれますよね。そういうときに今までだとやっぱり外国人の子どもと

親と、それから担当の小林さんたちなんかで、あと地域の人が共生という意味で入ってい

たかなというと、あまり入っていなかったのじゃないかなという気がするのですけども、

だからその辺がどうかな、交流ツアーとか、交流会のほうもどっちかというと、私も大久

保地区の協議委員で一緒にやっていますのであれなのですけど、入っていたかなという。

その辺がどうなのか、どのぐらい参加されているのかなということと、それから学校との

コミュニケーションとかそういうのは非常に難しいけど云々という書き方をとられている

けど、さっきのお答えでだいぶスムーズになってきているという気はします。 

 それで、僕も大久保児童館に行かせていただいたときは本当に満員で、先生が足りない

くらいでやっておられたし、すごい熱心にやられているなということで、この事業という

のは本当に続けていくべきだなというお話を小林さんなんかとしていたのですけども、や

っぱり長期的に持続するのに、いつも聞いているのですけど、区としてほかのところはど

うするのという。 

 大久保と箪笥だけがやっていて、それでこの間、シニアボランティア経験を活かす会の

事業がもう１個あったわけです。それは西戸山などで小学生や中学生を教えている。ほか

にも新宿区だから、３万人の外国人がいるわけで、その子どもたちをどうしていくのと言

ったら、何か区の新しいシステムづくりを始めたと言うのですけど、それと今、みんなの

おうちさんがやっているのとは、何か内容が違うなという気もしますので、この辺が工夫

としてはどうもこういう協働事業と区との、行政がやることとの差みたいな、それを感じ

るのですけれども、その辺、どう考えておられるのかなというのが、行政側に対する質問

です。 

 久塚座長 答えられる範囲で。 

 みんなのおうち まず、交流事業の特にツアーの件に関してなのですけど、昨年は私た

ちボランティアと親と子ども、特に親御さんの顔が見えないということで、ツアーをする

ことによって親が来る。そのことによって親の顔が見えてきて、子どももサポートできて

いくというふうなことが、まず目的であったということで１年目はそうだと。 

 交流会も昨年は申し上げたように地元の人をだれも呼んでいなかった。一歩今年は進ん
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で、地元の人も、特に大久保地区に住んでいる方が多いので、そういう形で声をかけてい

こうというのが２年目の今年の試みなので、少しずつ、一遍にできないので、やっぱり少

しずつステップアップして、少しずつ人を入れていくと。活動自体が皆さんに知れわたっ

ていなかった、去年の場合は。 

 でも、今年はおかげさまでテレビで放映されたということもあったりということで、少

しずつ皆さんが認知してくださっているので、言えば「ああ、あの活動」というふうに言

ってくださったので、そういう意味でも地域の人に入っていってもらいやすくなったかな

と。だから、そういう意味で地道な努力をしていくことが必要なのかなと。 

 ちょっと話が長くなってしまいますけど、ＮＨＫが月刊で出している出版物のＮＨＫ福

祉何とかという雑誌があるのですけど、それの今月号に、うちにボランティアに来ている

方がたまたま取り上げたらしくて、ちょっとほかの人から、読んだら載っていましたよと

いうふうな形で話を聞いたりしているので、そういう形でやっぱり少しずつやっているこ

とが認知されて、そこの中に地元の人たちにも協力していただくという形で、少しずつ期

間をかけてやっていくことかなというふうに思っております。 

 みんなのおうち ちょっといいですか。実際には地域の方を呼んでいくというのは非常

に大事なことだと思うのです。ただ、キャンプとなると、やっぱり基本的にはいわゆる外

国人の方たちの子どもさんは、今ならずっと支援をされているから口を開くわけですけど

も、実際には親御さんが、じゃ、日本人の人とどういうふうに接したらいいかというのを

知るというのは、やっぱり日本人のほうが受けとめて応援する中でしかやっぱり出てこな

いのも事実なのです。 

 ですから、そういう今の大事な役割が、ひとつキャンプだと私たちは位置づけています。

ですから、キャンプに行く人間は遊びに行くのではないのです。外国籍の方たちにはスキ

ーをしたりいろいろさせたりしますけども、基本は、スタッフはもう飯づくりに行ったり、

いろんな子どもたちの様子を見ていたりということだけで行くというのが基本なのです。 

 ですから、そういうスタンスでやっぱりやっていくことで、今までその方たちが今度は

感謝の気持ちを持って、じゃ、私は、私たちは新宿で何ができるのだろうというふうにし

て返してくれる人たちが出てきているという、そういうようなことなのです。 

 ですから、今回の交流会とかを通しながら、だんだん地域の方たちがスタッフで来てい

ただけるのは大歓迎ですけども、なかなかこれは大変なことなのです、実は。行くのは本

当に疲れるぐらいの決意が要るぐらいのものなので、そこら辺がちょっとすっとはいかな
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いというところがあります。すみません、長くなりました。 

 事業課 実は私も冬のキャンプに昨年度同行したのですけども、確かにスタッフさんも

やっぱりかなり努力されています。本当に非日常空間でのキャンプというのは、やはり濃

厚なおつき合いができますので、効果は高いというふうに思うのですけれども、ただ外国

籍のお父さん、お母さんというのは働いている方が多いので、なかなか参加しにくい。行

ったらとても効果はあるのですが、行くまでのハードルが高いところは現実としてあるの

かなというふうには思っています。 

 ですので、もちろん交流というのは大事だと思っていますので、来年度以降については

キャンプよりはハードルの低い、もう少し参加しやすい、しかも定期的な事業というのを

別な予算立てで考えていきたいなというふうに思っています。 

 それから、学習支援のほうなのですけれども、行政としては協働事業と区の事業、どう

いうふうに考えていくのかという点について、まだ予算案の段階なのですけども、教育委

員会は日本語の適応指導が終わった子どもに対して各学校で日本語の学習を行っていく予

定であります。つまり教育委員会は昼間の授業で、来日したての１年目の子どもたちをフ

ォローするという役割になっていると。 

 そして、今回の協働事業の次の段階なのですが、我々としては、今、既存の日本語学習

の支援の中に、大人のほかに子どもの日本語学習という位置づけで継続していきたいとい

うふうに考えています。 

 ですので、教育委員会で１年目の子どもたちを見る。２年目以降の子どもたちのさらな

る日本語のフォローと、それから子どものいわゆる居場所という役割を担っていきたいな

というふうに考えています。そういった意味で、昼間の授業と夜の授業、連携して、ある

程度連続性のある授業というふうにしていきたいと思っています。 

 冨井委員 だから、そういうのは例えばみんなのおうちさんのところと、文化国際観光

課とが一緒になってやっていくという、２年目以降は。 

 事業課 昨年、今年と協働事業で進めてまいりましたけども、来年度から区の事業とし

て行っていくということで、委託先は今後これからというふうに考えますけども、区の事

業として。 

 冨井委員 事業として継続していく。 

 事業課 そうです。 

 久塚座長 委員の方、じゃ、宇都木さん。 
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 宇都木委員 お話を聞いていて、協働事業というか、こういう外国人の人たちに地域社

会の中でちょっとした応援をしてやれることによって、大変生活がしやすくなるというか、

その地域で安心して生活できる条件ができるのだなということをつくづく感じましたし、

よろしく思います。協働事業の本来のあり方の一つだと思います。 

 ただ、ＮＰＯ団体としては、ミッションにだんだん事業が近づいてきて、ミッションが

実現しつつあるというふうには思われる、そういう評価だと思うのです。だから、評価が

みんな５になっているのだと思うのです。 

 ところが、行政のほうはちょっと評価が違うのです。この評価の違いというのは、つま

り今のお話を聞いている限り、あるいはこの相互検証シートで見る限り、そんな大きな違

いがあるとは思えないのですけれど。ましてや今のお話のように来年の本来事業として行

政としてはこれを取り組みたいということですから、これは協働事業としては大変いい方

向に向かったのだと思うのです。 

 そうすると、この評価の違いというのはどこから出てきているのかなと。つまり大きな

流れでは問題ないが、少し行政的な範囲というか、行政の制約というか、そういうものか

らすると、少しずつどこかがまだ足りないというふうな評価になっているのか、それとも

事業そのものに何か問題が、かかわる問題として評価が分かれているのか、そこのところ

は行政の側のご見解はいかがですか。 

 事業課 根本の発想としてちょっと幾つか考えさせていただいたところがあります。み

んなのおうちさんのお話にもありましたとおり、やっぱり学校現場との情報のやりとりの

面。今、個々の連絡体制はとれてきているのですが、システム的にまだクリアできていな

いということで、一つ行政側の反省点としてちょっと低い評価をつけさせていただきまし

た。 

 それから、個人情報で保護者の同意を得なきゃいけないという条件があるのですけれど

も、なかなかそういった条件がクリアできていない。来年度、区の事業になりますので、

その点も含めてこれは反省事項として生かしていきたいなと思っています。 

 宇都木委員 そうすると、本来事業として展開するに、障害になるようなそんな大きな

違いじゃないというふうに考えていいのですか。 

 事業課 はい。 

 宇都木委員 はい、わかりました。 

 久塚座長 かなり行政の側の採点というのは、自分たちが持つところ、やるべき、でき
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ることがあるのに、いろんなことがあってできていなかったことを、反省を込めつつみた

いな、ちょっと印象があるのですけど。ＮＰＯと一緒にできなかったとか何とかじゃなく

て、自分たちが自分たちに課している制約みたいなのを真摯に受けとめた採点かなという

ふうにちょっと理解したのですが、そこはいかがですか。お答えにくいですか。 

 事業課 全くそのとおりです。協働事業自体は、昨年と比べるとだいぶうまくいってい

るのだなと思っていますし、あとはこの区の内部の調整といいますか、連絡といいますか、

その辺のところを今後もっとよくしていけば、この点数は上がってきたのだろうというふ

うに考えます。 

 久塚座長 だから、事業課も協働という方向に少し軸足を置いているので、逆にそれを

評価基準に持っていくと、実際にやっていることはどうしてもハンディが出てくるという

ような感じなのですね。だから、よくご理解いただけたなというふうに、自分たちのバー

を高くしたということ。 

 ほかに、あとお一方、大丈夫ですか。内山さん。 

 内山委員 今の話と関連しているのですが、自己点検シートを見ますと、団体側はすべ

て５ということで、十分に達成されたという言い方になっていますが、この中で、もう少

しこうしたほうがいいのじゃなかったかなという反省するところはないのでしょうか。も

うすべて完璧ですか。 

 みんなのおうち というか、すべて完璧というよりも、自分たちといたしましては、力

は出し尽くしてやっているなというふうに思っております。ですから、これ以上もっとと

いうことになると、多分倒れるしかないなということで、力は１２０％出してやっている

つもりなので、それこそ私も週５日出ていますので、そういう意味では本当にほかのボラ

ンティアさんも、学校に引率したりとか、それも全部自分のポケットマネーでやっている

わけなので、そういうことを考えますと、これ以上望むということはできないかなという

ことで、満点という。 

 内山委員 協働事業ということですから、あなた方の努力は非常にわかるのですが、協

働事業として事業課との関係もありましたから、あるいは教育委員会など関係部署もたく

さんあります。そういうことも含めて、こうあってほしいなということもございませんか。 

 みんなのおうち ですから、教育委員会のことに関しては、先ほどちらっと話させてい

ただいたような感じなので、なかなか教育委員会というのは、組織的に言いましてちょっ

と離れている存在ということもあって、現実的な行政の中の、行政の役割という、関係と
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いう形ではなかなか難しい存在ということになっていますので、例えば担当事業課等に対

しては割と話しやすいのですけども、教育委員会となると、なかなか教育委員会のほうも

かなりお忙しいようで、なかなかいつも事業課を通してしか話ができないという形になっ

てしまうということで、そういう意味において、多分行政側がご自身のほうでそういうふ

うに評価してくださったと。 

 だから、担当課ではないものですから、教育委員会自体が。だから、行政全体という中

に教育委員会も含めてしまうのであれば、やはりそこの時点においては、かなり不満はあ

りますけども、ただ担当事業課との関係で協働という意味においては、２年目なのでかな

り十分できたかなというふうには思っております。 

 みんなのおうち ちょっともう一つ言いますけども、小林は自分のことだから言いませ

んけども、やはりこれだけの仕事をしていることに対して、やはり評価をするという意味

では、まだまだ区が、それはお金のことも含めてですけども、もう本当に身銭を切ってほ

とんどやっている状態があって、しかもボランティアでもっと頑張っている人も、もっと

というか、ある部分で、やっぱり分担していますから、頑張っている人に対して、やっぱ

り総予算が決まっていますので、評価がし切れないというふうに苦しんでいる部分も実際

にはあります。 

 ですから、そういうことも含めて事業が、去年も申し上げましたけども、非常に個人の

負担と犠牲的精神で成り立っているということも現実としてはありますので、もう少しせ

っかくボランティアがふえてきている中で、もっと区全体として取り組めるようなあり方、

今までの反省も含めて出していただきながら、次の区の事業に進んでいっていただきたい

なというのは、改めて感じます。 

 徳永委員 今のお話がもう本当に胸に響いたのですけれども、事業課として、来年度も

事業を継続なさる中で、私もこの予算を見るととても少ないなと思いながら、手弁当も買

って、お気持ちの上で成り立つものですけど、より継続して、より発展させていい事業に

するために予算取りをもっと頑張ってふやすとか、そういうもちろんお気持ちでいらっし

ゃるのかなと期待しているのですけど、それはどうですか。 

 事業課 今年度の予算につきましては、協働事業なのでおおよその枠があります。来年

度はそうじゃなくて、子どもたちの周囲でボランティアさんがかかわる、そういうのを計

算して予算を組むようにはしてあります。 

 徳永委員 ありがとうございます。安心しました。 
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 久塚座長 どうもありがとうございます。１点だけ、座長からですけど、こういうこと

を続けていると、そこで日本語教育などを受けた方たちが、さらに援助する側に回ること

が私は望ましいと思うし、中間層がずっとできてくることが望ましいと思うのですけれど

も、教えたり教えられる、この２項対立じゃなくて間に来る、それは今どうですか。期待

できますか。 

 みんなのおうち そのつもりでおりまして。 

 久塚座長 もう今、例えば去年。 

 みんなのおうち 去年出て行った子は、中３はいなかったので、今、中３にいる子ども

たちでかなりの子どもは、もう２月、３月上旬で学校が決まりますので、何人かには帰っ

てきてねと、教えに来てねというふうには声をかけてありますので、特に高校に入ってか

らも多分学校のお勉強でかなり苦しむと思っていますので、それをその子に教えるという

ことではなくて、その子たちが新たに自分たちの後輩を指導するという中で、来たときに

ついでにボランティアさんに教えてもらうというふうな形にしていきたいなというふうに

思っています。 

 久塚座長 結局学年を二つぐらい下に下げてでもいいのですが、教える立場に立ったと

きに自分の力がついてくるもので。 

 みんなのおうち はい、そのつもりでおりますので、子どもにもそういうふうに声をか

けてありまして、帰ってくるというふうに言っている。 

 久塚座長 そうすると、こう循環していくとは思うのです。 

 みんなのおうち はい、そのほうがみんな子どもたちは、日本に来たくて来ているわけ

ではないものですから、やはりそういうように変な言い方でも、ちょっとした成功体験を

持った子どもを見ることによって、それがモデルになっていくので、そういうふうになり

たいというふうにも見せてほしいと思っているので、当然今、中３の子どもには声をかけ

ております。 

 久塚座長 だから、やっぱり犠牲みたいなイメージでつくられるのではなくて、それが

うまくいったというモデルになったり、自分がなりたい人になりかけているというのを目

の前で見ていただくことが、次の代につなぐことになっていくと思いますので。 

 みんなのおうち そうですね、はい、そのつもりで。 

 久塚座長 ぜひ倒れないで頑張ってください。 

 みんなのおうち はい。でも、子どもたちは本当に居場所になってきて、そういうふう
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に帰ってきてくれるということをはっきり言ってくれているので、また来年は楽しみだな

というふうに思っております。 

 久塚座長 ちょっと時間を過ぎましたけれども、以上でヒアリングを終わります。 

 どうもお忙しいときにありがとうございました。 

 事務局 ありがとうございました。 

 

（みんなのおうち・文化観光国際課・子どもサービス課担当職員退席） 

（ＷＩＮＧ２１・産業振興課担当職員着席） 

 

 久塚座長 じゃ、時間になりました。事業名は「経済的自立を目指す女性のための就労

支援事業」、団体がＷＩＮＧ２１で、行政の側が地域文化部産業振興課ということになりま

す。 

 では、最初に５分ぐらいで提案団体から説明をしていただいて、事業については２回目

ですので、私どもある程度わかるのですが、まだその中で今年度について実施にかかって

いないようなところもあったので、２回目というふうにさせてもらっていますので、それ

を念頭に置いてご説明いただければと思います。その後、事業課のほうに補足をしてもら

うということですので、なるだけ５、６分でお願いします。 

 ＷＩＮＧ２１ 前回は準備ということでご説明させていただいたのですけれども、今回

は１０月７日から講座を実施いたしましたので、その内容をご報告させていただきたいと

思います。 

 今回１回目で、コースをＡコース、Ｂコースと設定いたしまして、Ａコースのほうは平

日行う日と、それから土曜日、Ｂコースのほうは土曜日のみの実施ということで設定いた

しました。 

 Ａコース、１０月７日、１１日、２５日と１１月１日、Ｂコースは１０月１１日の午前

と午後、１０月２５日、１１月１日ということで実施いたしまして、後半２５日、１日の

ほうは、ちょっとＡコースのほうで多少日程の変更をいたしまして、というのは参加者が

平日コース、ちょっと少なかったものですから、合同クラスとしたほうが効果的であると

いうことで、後半はＡ、Ｂクラス合同で土曜日に実施いたしました。 

 参加人数なのですけれども、Ａコースは９名、Ｂコースは１４名でした。内訳は、今回

は新宿区内の参加の方で子どもサービス課さんからのチラシを見ていらした方が３名、生
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活福祉課のほうから直接ご紹介いただいた方が９名でした。新宿区外からはインターネッ

トやＷＩＮＧ２１からのご紹介ということでいらした方が１１名いらっしゃいまして、特

徴といたしましては、今回ＤＶ被害者の方が、全体で１３名ほどいらっしゃいまして、大

半を占めましたので、そこのところで多少配慮をいたしながら進めてまいりました。 

 内容なのですけれども、全体で４回の本講座を実施いたしました。初回はオリエンテー

ション、講座全体の説明と最近の就職事情、それから履歴書、職務経歴書の作成をグルー

プワークをしながら、実際の書類と見比べて、どんな書類をつくったらいいかということ

を、自分の場合をシミュレーションしながら検討していただきました。 

 ２回目は、ＶＰＩ職業基本検査というテストを実施して、自分の適職をテストの結果で

判断していただくということで、それぞれ１人ずつへのフィードバックを行いながらいた

しまして、その後、その結果も参考にしながら求人検索を、具体例を挙げながら、どんな

ところを探したいということを、キーワードを使ったりして、こんなふうに探したらいい、

実際にはこんな求人があるのだよということをご紹介しながら実施いたしました。 

 ３回目は面接ロールプレイをいたしました。実際にもう心づもりのある方もいらっしゃ

いましたし、まだ漠然としているという方もいらっしゃいましたけれども、参加者のうち

８名ほどが、実際に面接を受けるという体験をされまして、それから残りの方たちはその

観察者と、それから面接官に分かれて、面接する側の視点ではどういうふうに参加者が見

えるかと、そういうことも参考にしながら実施いたしました。 

 ４回目は進路についてのアドバイスということで、まず前半で三つほどに分けたのです

けれども、グループワークをいたしまして、自分たちの状況を１人ずつグループの中でお

話ししていただいて、自分の疑問点をお互いに人の疑問点も聞きながら、そんなことも考

えなきゃいけないかなとか、自分の状況はこんなふうだなということを把握していただい

た上で、全体で質疑応答して、あらかじめ用意していただいたもの、それからグループワ

ークの中で明らかになったことを紙に書いて出していただきまして、それを全体の中で講

師がフィードバックしていくという形で４回目は実施いたしました。 

 それで全体の本講座のほうは終了いたしまして、オプション講座は、それぞれ日程どお

り実施しました。センスアップ講座が６名、コミュニケーション１が３名、実際にはもう

ちょっと申し込みがいらっしゃったのですけれども、当日お休みという方が今回非常に多

かったものですから、実施は３名。コミュニケーション２が４名。それから、パソコンは

ワードの基礎、エクセルの基礎ということで実施したのですけれども、これは最初４名の
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設定で個別にということで考えていましたが、申込者が多かったので、午前、午後で２回

ずつにふやして実施いたしました。 

 実施のほうはそんな感じで、感想は時間的にご紹介できるかどうかわからないので、後

ほどもしご質問があればお答えしたいと思いますが、その後、２回目の準備にかかってお

ります。 

 ２回目の準備といたしましては、１回目の反省点を踏まえて、もうちょっと効果的に参

加者を集められるようにということに重点を置いて、チラシを工夫して、雰囲気がわかっ

ていただけるような構成にしたりとか、もうちょっと範囲を、児童扶養手当受給者の方は

もちろんなのですが、それ以外の方たちにもできるだけ積極的に周知していこうというこ

とで、保育園に配布していただいたり、それから今回は構成を２回にいたしまして、参加

しやすいようにいたしました。 

 それから、料金の面でも手当てはしていただいたのですけれども、実際に１回目に新宿

区内からの参加で、やっぱり負担をしていただくという形で参加された方はいらっしゃら

なかったので、今回は新宿区内の方は無料、区外の方は２，０００円払っていただくとい

うことで実施する予定にいたしております。以上でございます。 

 久塚座長 時間があったら先ほどの感想などのこともお話しくださって結構です。 

 行政の側、どうですか、補足するものがありましたら。 

 事業課 補足というか、今、お話がありましたとおり、当初は児童扶養手当の受給者を

対象とした事業ということで計画をつくってきたわけですが、１回目のかけ合いの中で、

それ以外の階層へしっかり周知をしていく必要がやっぱりあるのかなということで、今回

は保育園にお子さんを預けていらっしゃるお母様方を中心に、少しＰＲをして展開をしよ

うということで、そこら辺のニーズが比較的高いのかなというふうに目測をして、２回目

は実施をしてみようと、こういう情勢に、子ども家庭課さんも含めて協議をした中で流れ

ができてきています。 

 実際には先ほどちょっとお話がありましたとおり、受講生の感想はおおむねいい手ごた

えが出ておりまして、内容的には非常にいいものがやられているというところで、担当課

としても喜ばしいなという状況ではありますが、当初の予定は児童手当の受給者というこ

とで絞り込んでしまったのですが、もう少し幅広くその対象をとらえてやっていくことに

よって、もう少し事業効果が上がるのじゃないかな、このような感想を率直に思っていま

す。 
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 久塚座長 ありがとうございます。じゃ、委員のほうから質問をさせていただくことに

なります。これは公開ということと、それから議事録作成ということですので、ご了解い

ただきたいと思います。じゃ、どなたからでも。伊藤さん。 

 伊藤（清）委員 両者、事業課さんとＮＰＯさんのシートを読ませていただいたのです

けども、特に協働で取り組んだことによる効果、この部分で行政さん、それとＮＰＯさん

が低いのです。これをちょっと厳しく見ると、協働をやっても何も生まれなかったという

ようにとらえられるのですけども、そこら辺に関してどうですか。 

 久塚座長 どちらに、両方？ 

 伊藤（清）委員 両方に。これ、下にコメントが何もないのでちょっとわからないので

すけども、これを見るとそういうふうにとれちゃうのです。協働ということをやったこと

が失敗とは言わないまでも、実が何もなかった、実らなかったというのは、どこら辺に原

因があるのか、そこら辺を把握されているのかなと思いますけど。 

 ＷＩＮＧ２１ そうですね、率直に申しまして、今回、協働で取り組む一番の私たちの

ねらいは、集客というところにあったわけなのですけれども、仕事センターさんのほうは、

これまでに女性に対するこういう事業をやっていらしたところではないということ、それ

から今年度もほかのところがそれには取り組んでいらっしゃいますけれども、それに取り

組んでいる部署ではなかったということで、私たちのニーズと、それから区さんが持って

いらっしゃる女性のための就職塾という再就職講座をやるというニーズがあまり合わなか

ったというところが、率直に言ってあるかなと思っております。 

 伊藤（清）委員 今言われたことをかいつまんで要約すると、集客を目的にしていたと

いうこと、それに対してあまりそこが実らなかった。それをもっと突き詰めて言うと、最

初の段階での役割分担や何かがうまくできていなかったととらえたのです。私たちは集客

のほうはお任せですよ、区のほうに。 

 そうすると、それは協働だから、やっぱりお互いに分担すべきところ、お互いに手をつ

ないでやるところもあったと思うのだけど、そういう話し合いのところからうまくいかな

かったのではないかなととらえちゃうのですけども、その辺はいかがですか。 

 事業課 今回、当初の予定が児童扶養手当の受給者ということで絞り込んだものになっ

ておりましたので、具体的に申しますと、私どもの区の組織でいきますと子ども家庭部の

子どもサービス課というところが所管をしておりまして、そこの担当を通じてＰＲをして

いただいたというようなことがありますが、具体的にはそこで響いてくる方々が少なかっ
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たと。今回はそれを幅広く、もっと別のところまで手を出そうということで、２回目のほ

うはやらせていただいたのですが、先ほど委員さんからお話がありましたように、私ども

のセクションは就労支援の担当として男性、女性に関係なくその就労支援の事業を展開し

ておりまして、女性のみというような特出的な事業を展開した確かに経験がないというの

はございます。 

 どのような方でもご相談があれば私どもは相手をすると、こういうスタンスで事業を展

開しておりますので、その点で対象を児童扶養手当の女性ということで当初いただいたも

ので出したものが、なかなかうまくそこだけである程度の数が響いてくるという予測のも

とでやっていたわけですが、したがってＰＲもそこに絞り込んでしまって、ほかではやら

なかったというのが１回目の状況でした。 

 その反省に立って、２回目はもう少し幅広ということでやらせていただいたのですが、

集客というのも、私ども区が直接事業をやっていても、なかなか集客するというのは難し

い実態がございまして、そういう点でいくと、全面的に区のほうで集客を滞りなくできる

かどうかということになると、例えば対象の階層を持っている団体さんとか、そういうの

が私どもの所管にございましたら、そういうところにご協力いただきながらやることがで

きたのですが、残念ながら当初の対象のねらいとしていたものが、別の所管であったとい

うことで、十分な連携をしたつもりではあるのですけども、そこら辺が十分行っていなか

ったと、こういう反省に立っています。 

 久塚座長 いいですか。じゃ、鈴木委員。 

 鈴木委員 よろしいですか、クエスチョンの６のところで、「お互いの特性を生かしつつ、

地域ニーズや課題を的確にとらえた計画となりましたか」ということで、団体のほうは５

をつけていて、事業課のほうは３をつけていて、団体のほうが５をつけたということにつ

いて、具体的に地域ニーズや課題を的確にとらえたというプロセスを教えてくれますか。

例えば現場のこういうニーズがあるのだという具体的な課題のとらまえ方を教えてくださ

い。 

 ＷＩＮＧ２１ この事業を最初に計画する段階で、子どもサービス課さんのほうから、

児童扶養手当受給者が見込みとして大量に削減されると。給付が削減されたり、それから

給付が打ち切られる方が出てくるであろうという国の方針が立っておりましたので、それ

で再就職講座を企画して、その方たちのニーズをすくい上げて、就職まで持っていくよう

な講座を企画したいというお話があったものですから、それに基づいて、その方たちを対
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象といたしまして講座を企画しようということが発端でした。 

 その後、国の方針が変わりまして、結果として新宿区さんでは、４００名ほどいらっし

ゃるというはずだったその対象者が５名まで絞られたということで、今回、その対象の方

たちがなかなか動かなかったというふうに私たちはとらえております。 

 鈴木委員 要約すると、本事業の企画のきっかけは、行政側からの投げかけというふう

に理解していいのですか。 

 ＷＩＮＧ２１ 具体的に依頼があったということではなくて、お互いに、うちは再就職

事業、そういうノウハウを持っていますし、これまでも連携してきた経緯がありますので、

そんなふうなお話の中で、こんなのが必要だよねということで、今度協働事業があるので、

そういうところへチャレンジしてはどうだろうということで、ご提案はいただきましたけ

ど、依頼ということではございません。 

 ＷＩＮＧ２１ よろしいでしょうか。女性の就労支援事業として私どもＮＰＯを立ち上

げてやってまいりました。その際に、就職をしたい方、再就職をされたい方、あるいは転

職をされたい方、いろいろなニーズがあると思いますが、それらに対応するノウハウを持

っております。 

 今回、区のほうで募集した対象者の方々は、そういうニーズはありながら、現実問題と

して必ずしも就職、あるいは再就職、転職につながらないという、そういう障害を持たれ

た方がフォーカスされたのです。ですから、私たちとしては、広くいろいろな方々を対象

にプログラムを提供したいという意欲もありますし、ノウハウもありますし、もちろん経

験もあります。 

 けれども、今回、ちょっと論が外れるかもしれませんが、実際に参加していただいた方々

のバックグラウンド、あるいはそれらの方々のニーズ等をお話しすることによって、一つ

お話を先に進めていきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 久塚座長 ドメスティックバイオレンスの話をされるとか何とかということですか。 

 ＷＩＮＧ２１ いや、そういうことではありません。例えば参加された方に、一番最初

にどういうニーズがあるのかということをお尋ねして、それに対して対応できるようなプ

ログラムにさらに詰めていきました。その中で有職者で参加された方、パートとかいろい

ろあるのですが、２０％でした。つまり５分の１の方は、何らかの形でお仕事に携わって

いるのだけれども、８０％の方は現在全く仕事をしていないという状態。その方々が就職

という活動をしていくに当たっては、これはいろいろな問題があるわけです。実際に参加
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された方々がそういう方々であったということです。 

 ですから、参加されなかった方々は、実は参加された方々の事情を伺うことによって推

測できる部分があって、出席の状況などを踏まえますと、やはり欠席もあったり、家庭の

事情があったり、家族の介護があったり、裁判があったり、あるいはＤＶの問題を抱えて

いたりというふうな状況の中での参加があったので、私たちが考える、さあ、就職しまし

ょう、さあ、再就職です、さあ、転職ですということで、それを参加者にすぐに就職、再

就職という結果を出すというところに至るまでの非常に細かいケアが必要なプログラムで

あったというふうに私たちは考えています。 

 久塚座長 事情はわかります。そのことと、最初に計画を立てて、スタートしたときと、

かなりふたをあけてみたらいろんな受講生がいたわけですよね。 

 ＷＩＮＧ２１ いや、実際問題、女性の就労支援をしておりますと、大なり小なりそう

いう問題がありますので、今回の方々が特別な方々だというふうには言いません。 

 ただ、そういう方がパーセンテージとして多かったということ。そしてもう一つの特徴

としては新宿区の住民の中には、外国の方が日本人の方と結婚されて、いわゆる日本にい

る外国人というふうな方々、そういう方々のパーセンテージも結構高かったということも

あります。その方々の就労支援をどういうふうにやっていくのかという部分、あえていえ

ばそこの部分が、新宿区の事業の一つの特徴であったかなというふうに考えます。 

 久塚座長 ちょっと鈴木委員の質問から横にずれていったけど。 

 ＷＩＮＧ２１ 申しわけございません。 

 久塚座長 ニーズの把握としては、常日ごろから行政と関係を持ってきていたけれども、

その関係を持ち続ける中でこういう制度がありますよというのは、協働事業提案というの

があって、試してみたらどうでしょうかというようなぐらいの中で自分たちもやってみよ

うということだったということで、日ごろから就労支援をＮＰＯとしてやっているので、

ニーズはもうちょっと幅広いものとしてそれに対応していたという理解でいいですか。 

 ＷＩＮＧ２１ はい。 

 久塚座長 はい、徳永さん。 

 徳永委員 なかなか大変だったのだなという苦労は推察するのですけども、さっき参加

者の何人かの方たちは、単に仕事が欲しいという女性だけではなくて、例えば外国から来

た人だったり、それからＤＶの被害者であったりとかという、ふたをあけてみたら結構複

雑な問題を抱えている人が多かった。これもよくわかるのですけれども、これは多分ＷＩ
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ＮＧさん、私は非常に申しわけないのですけど、詳しく活動は存じ上げていないのだけれ

ども、多分日ごろのご支援の活動の中で、そういうことも多分憶測は何となくできていら

したと思うのです、こういう地域でいる、長年やっていらした。 

 もちろんフォーカスした対象が児童扶養手当受給者で、しかもそれが削減されるという

人、ある程度フォーカスしたテーマで今度の事業を始められたというのもよくわかるので

すけども、多分最初に結構ふたをあけるとこうなるのじゃないかなみたいな予想はおあり

だったと思うので、その辺をもっとご主張なさって、事業課の人たちに、多分こういうこ

とになるだろうということでプログラムを組んだり、あるいは集客の対象をやはりもうち

ょっと広げたりというようなご提案というか、ＮＰＯ側から働きかけみたいなのをたくさ

んなさったのかなという、なさっていながら、しかもそれを受け入れてくださっていたな

らば、もうちょっと内容は違ったかもしれないけれども、単なる集客という意味じゃなく

て、ほかの部署とか、それからあと例えばＤＶにしても、外国人の問題にしても、ほかの

部署でも同じような問題を抱えていらっしゃる、担当していらっしゃるところはあるし、

そういうＮＰＯもあるわけだし、そういう人たちとまた連携することで、ちょっと違う事

業展開があったのかなと思ったりもするのですけど、それはもうだめというか、ちょっと

限界があったのかなと。 

 ＷＩＮＧ２１ うちの団体が全然集客をしていなかったわけではなくて、新宿区さんの

事業なので、対象を新宿区の方に限定するというところが、ちょっと飛び火としては大き

かったのです。その中でもどこにお願いしたらいいだろうということで、その窓口になっ

てくださった子どもサービス課さんにはもちろんお願いしましたし、私たちのほうでも独

自に男女共同参画課さんにもご連絡しましたし、生活福祉課さんにもご連絡して、９名の

方に来ていただきましたし、それはしております。全然何もしていなかったわけではない

のです。 

 講座の中身としては、ひとり親の方を中心に対象にいたしましたので、ＤＶの家庭も、

潜在的なＤＶの方はとても多いので、やっぱり内容については、それはもちろんもともと

そういう対応ができるような内容にしておりましたので、そこのところは問題なかったの

ではないかとは思っております。 

 ただ、もともとうちが把握しているニーズと、事業課さんの把握しているニーズが、す

り合わせが足りなかったのではないかというお話なのですが、今まで私たちができなかっ

たのが、個別にアプローチするというところなので、郵送でチラシを送っていただいて、
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さらに窓口に皆さんが受給手当の申請を出しにいらっしゃるということだったので、申請

を出しにいらっしゃったときに、個別にご案内をいただくということをお願いしていたの

です。そこのところの動きのところまでは、そこはもうお任せということで信頼してお願

いするという形だったのですけども、もし調整が必要だったとすれば、そこの段階でもう

ちょっとこのようなことをご案内してくださいとか、こんなふうに対応してくださいとい

う中身の説明とか、その点は必要だったかもしれないとは思っております。 

 徳永委員 別に努力が足りなかったとかそういう意味じゃなくて、最初の段階で多分Ｗ

ＩＮＧさんのほうが、もしかしたらいろんなニーズをもっと掘り下げて把握していらした

のかなというふうにちょっと思ったものですから、そしたらそれを最初から担当部署とい

うか、もっとがんがん言って、私はＮＰＯ側の立場で言っているので、がんがん言って、

すり合わせて、それを集客という言葉はちょっとあれなのですけども、対象となる人を広

げるような方向に進めたらもっとよかったのになというふうに思ったので、それをちょっ

とお伺いしたかった。そういう意味では、ちょっとそこですり合わせが不十分なままに始

まっちゃったというのが、これは残念だったかな。 

 ＷＩＮＧ２１ ただ、今回私たちも初めての経験で。 

 徳永委員 もうそれは、はい。 

 ＷＩＮＧ２１ 何が問題として起こってくるのかということを、実際に進めていかなけ

ればわからなかったというところが本音でございます。なので、おっしゃることはもちろ

んそのとおりだと思うのですけれども、実際に１回目をやってみて、で、もうその反省の

上に立って２回目を、じゃ、実施していこうかということで動いたという段階です。 

 久塚座長 宇都木さん。 

 宇都木委員 ちょっと私の考えが間違っているのかどうかわからないので、聞かせてい

ただきたいのですけど、児童扶養手当の対象者をやろうということだと、対象者にしよう

ということだったのだけど、国の制度が変わったので、その人たちが少なくなっちゃった

と、こういうお話がありました。 

 だけど、その当事者にしてみれば、国の制度が変わったって、生活だとかその人たちの

条件は何も変わらないわけでしょう。扶養手当制度が対象になるか、ならないかじゃなく

て。 

 ＷＩＮＧ２１ じゃなくて、受給の対象の方の数は変わらないのですが、受給の金額を

削減するというお話があって、対象者が対象者ではなくなる方が出るだろうという見込み
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だったので。 

 宇都木委員 だから、対象者について当初はその人たちを対象にしてやろうということ

は、その人たちが置かれている条件からして就労支援というのは必要だよね。それから、

経済的に自立をするための就労支援が必要だよねということについては、国の制度が変わ

ったからといって、その人たちの生活条件が一つでも変わったわけじゃないので、対象者

はあくまでも対象者でしょう、その人たちは。 

 ＷＩＮＧ２１ 収入面では変わってはいます。 

 宇都木委員 制度の面でその人たちが変わったり、変わらなかったりじゃなくて、その

人たちは当然制度が変わろうが変わるまいが、就労支援が必要な人たちでしょう。 

 ＷＩＮＧ２１ はい。 

 宇都木委員 私はそう思うのです。だから、そうすると、その人たちが制度から外れた

からと言って、対象から外して、あるいは外れちゃったから募集がうまくいかなかったの

だということにはならないのだろうと思うのです、対象者なのだから。一般的な対象者だ

って同じことなのだから、そこに絞ったことが問題じゃなくて、絞ったことが最初の条件

だったけど、途中で制度が変わっちゃったことによって、同時にこの研修事業そのものの

性格も変わっちゃったように受けとめられちゃう。そういうふうに私は受けとめたのです。

その制度が変わっちゃったから、もうこの人たちは、この研修事業は必要がなくなっちゃ

ったのかなと。そうじゃないのだよね。 

 ＷＩＮＧ２１ はい。 

 宇都木委員 にもかかわらず、５名しか制度の対象者がいなかったからと言って、この

人たち、その制度から外された人たちを対象にして募集しようという積極的な働きかけと

いうのは、本来すべきじゃないですか、こういう事業をやろうというのは。あるいは、皆

さんたちの団体のミッションとしては、そういう人たちを対象にして、できるだけ救済し

ていこう、あるいは応援していこうということがミッションなのだから、制度の問題より

も、そういう実態をどう克服していくかというところに大きな目標があってやられている

わけでしょう。 

 ＷＩＮＧ２１ そうですね。 

 宇都木委員 だから、そこのところがどうもうまく説明がかみ合わないのだ。なぜその

対象から外れちゃったら、うまくいかなくなっちゃったみたいな説明しか聞こえないのだ

よ。 
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 事業課 具体的に申しますと、児童扶養手当受給者には全件、個別に通知をさせていた

だいています。お知らせを郵便でできるような形でご案内したのですが、先ほど制度の問

題をお話ししたのは、現在いただいている手当の額が減額またはゼロにされちゃうという

方が、国の制度の変更によって４００人程度出るだろうという試算が実はあったのですが、

国のほうがその改正した内容の適用を、運用で減額しない方向で通達を出しまして、実際

には減らされる方というのは、先ほど言ったとおり５名ぐらいしかいなかったということ

で、減らされることによって、さらに切迫した状況に置かれる方々がご利用いただけるだ

ろうという見込みを立てて、実はこの事業の計画を、前提条件として立てていた部分が、

その切迫した状況にこの制度改正で置かれる方が少なくなったという一面の事実がありま

すというお話をさせていただいておりまして、実際には個別に通知を差し上げて、窓口で

も、子どもサービス課のほうでご案内をしていただいて、その上で１回目は十分なご利用

がいただけなかったという実態があったものですから、保育園も含めた幅広のご案内の展

開に、今回２回目はやらせていただいていると、こんなことでございます。 

 久塚座長 どうぞ。 

 冨井委員 その今のようなお話の５人と、実際に行われたら３人と１０人来られて、も

うそこからはみ出した人たちも今回受講させたし、区外からも来られた方が受講された。

今度は、２月はもっと幅広に組んだから、もっと違う人たちも来るだろう。 

 僕もよくわからないのですけども、もうＷＩＮＧ２１さんは、こういう女性に限らず就

労支援ということはもうミッションとしてされているから、お手の物なのでしょう。そう

いう中で、先ほどおっしゃった４日で３時間ですから１２時間ですよね、全部で。１２時

間のこういうことの内容で、本当に効果、次の就労ということに効果があるのかなという、

僕は専門家じゃないからわからないけど、いや、もうちょっと要るのではないかなという

気もしないでもないのですけど、その辺、どうなのですか。 

 それで、実際にこの人たちが就労されましたかというところが最後の効果のところで、

多分今回その効果はほとんど見えない状態、だれか１人就職したとか、そういうのがあれ

ば教えていただきたいのですが、そういうのがどうなのかなという。来られる人のベース

にもよると思うのです。 

 ＷＩＮＧ２１ そうですね。 

 冨井委員 この辺の人をこういうふうに引き上げるか、この辺の人をこういうふうにち

ょっと就職させるかということでも違うのかもしれない。 
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ＷＩＮＧ２１ 受講生について仕事に何らかの形で現在、受講の時期に、現在仕事をし

ているという方が２０％、つまり５人に１人だったと。 

 冨井委員 なるほど。 

 ＷＩＮＧ２１ それ以外の方は、基本的には全く仕事をしたことがないか、あるいはち

ょこっとしたけれども、今はしていない。それから、３月、４月以降から新しい仕事をし

たいというような形。実際問題として、セミナーの最後の日に参加者に対して、尋ねまし

た。就職活動をしている人、それから状況が整い次第とにかく就職活動をするというふう

なことで、数字を申し上げますと、お返事がいただけなかった、この方はやはり外国人の

方だったのですが１名。そのほかは現在就職活動をしている、あるいは就職は１人決まっ

たのですね。 

 ＷＩＮＧ２１ ３人決まりました。 

 ＷＩＮＧ２１ そうですね、一応最中で、もうすぐ決まるという方が２８％という、数

が少ないですけれども、３０％です。それから、その他の方は、先ほど申し上げたように

いろんな家庭内での事情、あるいは妊娠中で出産を控えていて、生まれたのかな。そうい

うような方もいましたので、出産が終わってから、就職の準備を進めるに当たって、どう

いう心構えで臨んだらいいのかという事前の準備です、そういうようなことを学習する場

面であったというふうに考えてくださっています。 

 それと、もう一つは実は皆さん、家庭の中で孤立しているので、ほかの方々が、研修会

に参加することによって、コミュニケーションのプログラムなどでは、お互いが少しずつ

わかってくるのです。そうしますと、ああ、あなたもそうなのね、頑張らなくちゃいけな

いというよな、あるいはいろいろな形で新しい刺激を受けたりとか、そういう部分も大き

かったと思うのです。 

 結果として、就職するということは、子どもにとって決して悪いことではない、あるい

は自分自身が働くということは非常に大事なことなのだということに気づいていく、そう

いうプロセスであったと思いますから、結果として１００％就職につながらなかったとし

ても、それは長い目で見ていただきたいというふうに思います。 

 冨井委員 そういうことでしょう。 

 ＷＩＮＧ２１ それと、期間的な問題では、その４日間のほかにもう準備ができていて、

実際のアクションがわかればできるという方は、本当にそれはもう２週間とかで学習され

てしまうのです。なので、今までの感じはそういう感じなのですけれども、そうでなくて、
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やっぱり自分の状況が定まらないので動けないという方たちのために、今回フォローアッ

プですとか、オプション講座を多目に設定しましたし、キャリアカウンセリングもしてと

いうことで、なるべく私たちとかかわる機会を多く持っていただいて、そういう方たちに

関しては、こちらもその後のフォローができますので、直接その後、この事業が終わった

後でもご連絡いただいて対応したりということも、今までにもありましたし、今回もその

ような状況が結構出ていますので、本当に積極的に就職ができる状況で、したいという方

は連絡をとっていらっしゃいました。 

 今回は１名決まりまして、もう１名、今回もうちょっとで決まる方がいらして、１個応

募したけれどもだめだったけど、もう１個、今、応募中という方が１人。そのほかの方は、

まだちょっと状況がつかめない状態です。 

 鈴木委員 最後に一ついいですか。就職した人とか、そういう絶対値的なお話は、それ

は成果としてあるのだろうけど、私がちょっと思っているのは、そういう一般的に我々が

ああいう面接とか、何かもう当たり前のごとく思っているのですけど、女性はそういうこ

とを経験することがほとんどなくて、だからそういうことを、ああ、面接はこんなものな

のだということを、例えば１時間のコースでもちょっとそこで出会うと、多分彼女たちに

とってすごい自信になるのかなと思っているのですけど、現場の声としてはどうなのです

か。 

 ＷＩＮＧ２１ 感想の中でいただいたのでは、やっぱり具体的にそういうことがわかっ

てよかったとか、面接の中でも私たちだけじゃなくて、参加者同士でフィードバックをし

ていくものですから、すごく自分に自信がついたとか、そのフィードバックした人も、そ

のフィードバックしたことが喜ばれたとか、そういう経験を積んでいくので、すごくモチ

ベーションが上がりますし、ああ、出てきてよかったという感想が本当に多いのです。 

 さっきもありましたけど、自分と同じような状況の方がいて、もっと頑張っていかなき

ゃいけないということがわかったとか、それから本当に癒されたとか、元気が出たとか、

そういう感じの反応がとても多いので、具体的なことがわかってよかったということと、

それからそういうつながりができたということと、あとモチベーションが上がった、元気

になったという、そういうような感じでいつもフィードバックをいただいています。 

 鈴木委員 皆さんは、その当事者として、ちょっと制度とかいろんなことがあったけど、

やってみて皆さんは皆さんなりにその成果はあったと思っているのでしょう。 

 ＷＩＮＧ２１ はい。区外の方で参加された方というのは、今までＷＩＮＧ２１のほう
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に参加したことがある方が多くて、もう１回受けたいから今回どうしても受けさせてくだ

さいということで参加される方が多いのです。前のときは状況が整わなかったけども、今

回は大丈夫だと思うから、もう１回参加させてくださいという形でお申し込みをいただく

ことが多いです。 

 久塚座長 時間が来ましたので、そろそろヒアリングを終わりますけれども、成果とい

うのは、一つは具体的にどうなったというのも成果だけど、やっぱり人を孤立させないと

か。男性も女性もだけども、そういうきっかけづくり、子どもでいうと不登校の子どもた

ちの居場所づくりというのも、やっぱりいろいろお話を伺う機会があったのですけども、

そういう意味では、以前と違って男性も女性も就職ということについての意識や構図とい

うのはだいぶ変わってきていると私自身思うのです。 

 単に仕事に結びつくというだけじゃなくて、所属ということを通して、自分がひとつ多

くの人がやっている社会的な活動に近づけた、あるいはそこに同じような人たちが来て、

ひとりぼっちじゃないということがわかったというようなことで、ずっとサイクルがつな

がっていく。 

 そういう意味ではこの事業じゃなくて本業のほうに戻ると、ＷＩＮＧ２１さんのほうは、

自分たちで事業展開していることの事業についての評価というのはしっかり持っておられ

ると思うのです。幾つかの単に就職させるだけじゃなくて、人と人をつないでいくと。 

 だから、それを強くもう一方で意識して、一方では市や区の広報を見て、就職したいな

と思っておられる方が来て、それが結びつけばそれはそれでいいしということに、多分な

っていくのだろうと思うのです。 

 もう一つは、やはり新宿区でも、生涯学習財団なんかでよくいろんな講座をやっていま

すけども、そういう話を聞いてもやはり受講される女性、女性だけでいうと少し変化が出

ていて、したがって必要書類の中に住民票がどうのこうのという、幾つかのことを出さな

くていい状態がちょっと動き出している。それは先ほど言ったＤＶの問題などがあって、

形式的に要件を求めるのではないということを、行政の側も理解し始めているとするなら

ば、今回のような提案をされて一緒にやったということも、単に経済的な貧困だとかとい

うことだけだという話ではないのだろうと思いますので、そうは言いながらも、協働事業

ということでやっておられたので、あと１回あります。頑張っていただければなというふ

うに思います。 

 もう長時間になりましたけども、以上でヒアリングを終わりたいと思います。 



 29

 お忙しいときにありがとうございました。 

 ＷＩＮＧ２１ 私のほうから、すみません、一言お礼申し上げてもよろしいでしょうか。

鈴木さん、どうもありがとうございました。私たちの研修の現場を見ていただくことがで

きまして、本当に見ていただくということは、私たちはお忙しい中を来ていただけて本当

によかったなと思っておりますので、ありがとうございました。 

 久塚座長 どうもお疲れさまでした。 

 事務局 ありがとうございました。 

 

（ＷＩＮＧ２１・産業振興課職員退席） 

（ゆったりーの・子どもサービス課担当職員着席） 

 

 久塚座長 では、三つ目のヒアリングを行いたいと思います。 

 事業名が「子育て支援者養成講座」で、事業課が子ども家庭部子どもサービス課、協働

の相手方がゆったりーのということで、実は前回予定しておりましたが、ＮＰＯの側のほ

うでどうしても参加が無理な状態でしたので。 

 じゃ、今から５分ぐらいでＮＰＯ団体から説明をいただきまして、その後、事業課、そ

れからＮＰＯのほうから、シートについての補足的な説明がありましたらいただくという

ことで、最初５分ほどかけて説明をしていただきたいと思います。では、お願いします。 

 ゆったりーの 先週は本当にすみませんでした。事業概要のほうを説明させていただき

ます。 

 これは昨年もやっておりますので、内容に大きく変化はございませんが、簡単に説明し

ますと、協働事業ですので、子育て支援をやっていますゆったりーのだけではなくて、新

宿区全体の子育て支援の現場で活動できる子育て支援者を養成するという内容の講座でご

ざいます。 

 これから子育て支援にかかわろうとしている人の入り口とするような基礎編というもの

と、それから既に活動を行っている方のステップアップとなるような講座の応用編という

二つの別の講座を企画しています。 

 昨年度は両方とも１０回ずつの講座でしたが、今年度は昨年の反省を踏まえまして、応

用編のほうでは、既に活動を行っている方は大変お忙しいということも踏まえまして、日

曜に集中して２回行うというふうに変えております。これが初級編、上級編と書いてしま



 30

っているのですけれども、すみません、基礎編、応用編に訂正ください。 

 そして、前半を１０回で２時間ずつというのと、それから応用編を２日間で９時間とい

う形の講座にいたしました。それで、子育て支援というのは支援の形としてはとても広く

て、例えば子どもを預かることから、それから例えば訪問していくようなこととか、個別

にかかわるようなもの、それから広場のような場所で支援すること、それから保育園とか

幼稚園とか児童館のようなところでボランティアをやる方、そういう方々を皆、子育て支

援というふうに大きくくくっております。 

 それで、例えば預かりの講座とか、そういうそれぞれに特化したものは、世の中にたく

さんあるのですけれども、私たちは逆に広い意味での子育て支援を考えて、この講座を受

けた人が、いろいろなところで活躍できるようにというものを考えております。 

 講座をやった実績としましては、受講者が前半の基礎編のほうでは１３名が申し込みを

しております。それから、応用編のほうでも１５名申し込みをしております。前回、出席

できない方もいらっしゃったので、修了者としては基礎編が１２名、それから応用編のほ

うは、２回のうち１回お休みだった方は、ＤＶＤなどで見ていただいて、また、部分的に

参加された方もいらっしゃるので、最終的には１３名の方が修了という形になっています。 

 内容としてはそのような形です。 

 久塚座長 補足、ございますか。 

 事業課 昨年役割分担、区のかかわりが弱いというようなご指摘をいただきましたとこ

ろを、区のほうでもバックアップ体制を強化したいということで、「広報しんじゅく」です

とか、ホームページで区政情報課の取材の依頼をするですとか、プレスリリース等もさせ

ていただいて、周知のほうには協力をさせていただきました。 

 また、講座における実習生を区の施設のほうで受け入れるような形で、区のいろいろな

事業にもかかわっていただく。上級編につきましては、区の職員が出席しまして３名がか

かわりまして、一緒に講座を受けながら、行政と新しいその意欲を持った人たちとのかか

わりをどうするかというようなところで、かかわりながらこちらのほうも勉強させていた

だくような機会ができました。 

 ファミリーサポートですとか、関連する事業がいろいろございますので、そういったも

のの事業のほうの共有化を図りながら、さらに事業の連携を進めていければというふうに

考えております。以上でございます。 

 久塚座長 よろしいですか。じゃ、委員から質問させていただきますので、お答えいた
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だければと思います。伊藤さん。 

 伊藤（清）委員 まずこの相互検証シートの一番パッと見たときにすぐ目につくのです

けども、認識の違いがあると言うのですけども、多分認識の違いは、お話し合いをすれば

解消されるのだと思うのですけども、そこからいくと、当初の話し合いといいますか、計

画段階、役割分担のところであまり話し合いがなされていなかったのではないかなと思い

ます。 

 それともう一つは、この研修で修了した人が、この新宿区の中でどのような活動に携わ

っていらっしゃるのかということと、それからその修了証といいますか、お墨つきじゃな

いですけれども、それは区の中で何か特別に今いろいろな関連事業があって、そこでやる

講座はこれで代用しているだとか、これを取り入れているだとか、そういうことがあった

ら教えてほしいのですけども。まず、認識の違いのほうは両者から。 

 ゆったりーの 認識の違いにつきましては、確かに当初ありました。それで、ただ協働

事業の仕組み自体の欠点といいますか、こちらが最初提案したものを受けていただく。新

宿区はそれ以前に新宿区としての計画を立てて、各ポジションでの講座みたいなものも組

み立てていらっしゃるところに、私どもが提案したものがまた新しく入ってくるので、ど

うしても初年度に私たちの考えていたものと、区も一緒に何かやりたいというところは難

しいということが、やってみてわかりました。 

 なので、初年度はそういった意味で、私たちは協働事業でやるからには、もうちょっと

区のいろいろなほかの講座とのすり合わせをして一緒にやりたかったのですけれども、そ

このところは難しかったものもあります。 

 それで、２年目は今度できるのではないかというふうに思ったのですが、やはり２年目

につきましても、計画を立てる段階というのは、まだ講座が終わって評価がされていない

段階でしたので、それも非常に難しかった。また、ちょうどその部署のいろいろ変更等も

子ども家庭部にあったりとか、担当者も変わられたということもありまして、なかなか来

年度をそういうふうに一緒に協働事業だからこそ一緒に考えましょうというふうにやると

ころに至る時期的な問題もありまして、２年目もなかなか難しかったと。 

 ２年目を一緒に実施していく中で、来年度からはこうしたいということが、やっとお話

しできた状態で、再来年度からかなり認識を最初から一緒にしていろいろなことができて

いくのではないかなというふうに期待しておりますので、ある程度認識というか、その進

め方の認識が、ＮＰＯの望んでいるものと違うのはいたし方ないのかなというふうに、や
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ってみて感じているところであります。 

 事業課 認識の違いといたしましては、確かにちょっと組織の改正とか担当が変わった

りしてしまったところもありまして、自分自身の認識が不足しているところがあって、団

体のほうにご迷惑をかけてしまったところがあるかなとは思うのですけれども、事業自体

も今は直営でやっている事業が非常に少なくなっておりまして、それぞれ研修とか必要な

事業、ファミリーサポートにしても、ショートステイの事業にしてもみんな委託をしてい

る事業なものですから、それを一遍に、じゃ、そこを引き上げて全部やりましょうとか、

一本化しましょうというところが、直営の事業でないものですから、なかなか一応すぐに

自主的にできるというところではないので、本年度はその準備をさせていただいて、また

次年度に向けてその辺、共通の研修ルールみたいなものを立ち上げることによって、それ

を一本化していこうというふうに考えています。 

 実際現場にも立ち会わせていただいて、そういった面ではだいぶ認識も共有化ができて

いるところで、おくればせながらで申しわけないのですが、進ませていただいていると考

えております。 

 伊藤（清）委員 それから、講座修了者の。 

 ゆったりーの どのような活動をしているかということですが、どこでだれが何名とい

うデータはないのですけれども、基礎編、応用編と一応分けて、これからという方と、そ

れから既にやっているというふうに分けて一応申し込みはしているのですが、現実的には

基礎編のほうにかなり活動されている方がいらしていたり、応用編にかなり初期の方が入

られていたりしていました。 

 それで、当然今まで活動されていた方は区内で、または区外でということもありますけ

れども、例えばご自宅を開放して子育て支援をやっていられるとか、区の児童館などでボ

ランティアをされている、読み聞かせをされている、もしくは昨年まで幼稚園や保育園に

勤めていて、定年して、これから何かやりたいというような方がいらして、この講座をき

っかけにどこかに例えば就職しましたとか、そういうことは。 

 事業課 でも、保育園とかでパートや非常勤の職員として働いているような方がいらし

たり。 

 ゆったりーの ああ、若干名。 

 事業課 あと、ゆったりーので活動なさっていたり、あとピアカウンセリングではない

のですが、子育て支援を受ける側だけではなくて、子育て中のお母様も子育ての支援者に
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なれるのですよという講座のつくりでありましたので、その中で自分が子育てのいろんな

広場等に参加しながら、ほかのお母さんたちに声かけをすることによって子育て支援の輪

を広げていこうという、こういうような姿勢はできてきているかと思います。 

 そのほか、今後のことになりますけれども、アフターケアの講座を１月に企画をしてお

りまして、その中でこの間は講座の時間が結構いっぱいいっぱいだったので、その後のフ

ォローがちょっと足りないところもあるのではないかということで、基礎編、応用編、両

方の講座の方にお声がけをして、今度１月にそのフォローアップ講座を開催することにな

っておりまして、この中では子ども家庭部のほうのいろいろな臨時職員の募集ですとか、

そういったところもあるものですから、そういったところをご紹介しながら、皆さんで情

報の共有化ができるような場所づくりを、来年の１月３１日に予定をしているところでご

ざいます。そういったところで、直接の参加に結びつく機会をつくっていきたいと考えて

おります。 

 ゆったりーの 今、補足していただいたように、具体的にどこどこに就職しましたとか、

ボランティアしましたという数字ではなかなか出にくいのですけれども、この講座を通じ

てかなりいろいろなところと顔見知りになって、支援者自体もつながりましたし、それか

ら区の職員にもご参加いただいたので、そういうところで顔つなぎができましたので、長

い目で見てじわじわとその講座の効果というのは、後から出てくるかなというふうに思っ

ておりますので、なかなか数字では表現。 

 伊藤（清）委員 数字ではいいのですけど、今言っているように、区のほうもこの事業

といいますか、この講座といいますか、それを評価してくださって、この講座をほかの関

連事業みたいなところで取り上げてくれるといいなということで聞いたのですけども、そ

れは一部何かそれが利用されているようなので、ただここだけでやって、そのままこの講

座が終わるようじゃもったいないから、この講座自体の組み立てしている仕組みをいろん

な関連事業のところでやってもらって、ゆったりーのさんがそこで講師になってまたやる

だとか、そういうふうに広がりがいくといいなという考えを持っていますけど。 

 事業課 その辺は本当に広がっていくということと、あと小さなことから子育て支援が

できるのだよということの情報を皆さんに発進していければ、地域にそういう意識を持っ

ている方がいるだけでも、子育て支援の輪というのはとても広がると思いますので、また

そういった草の根的な活動についても、ゆったりーのさんでこういった講座をやっていた

だくのは、とても大きいのではないかと思っております。 
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 徳永委員 修了証。 

 ゆったりーの 今のに関連しまして講座を修了された方につきましては、そういった区

のほうの情報提供を優先的にというよりは、なかなか区報とかに出ても、それがピンポイ

ントでこういった方に伝わっているとは限らないので、そういう情報は確実にそういう方

にお伝えできるような仕組みづくりであるとか、人材バンクまではいかないのですが、修

了された方たちの情報を、いい形で適材適所に発揮していけるような仕組みを今、新宿区

とも。 

 事業課 あと、認証制度についても、どこでどう発行するかというところをもう少し詰

めなければいけないのですが、今、児童福祉センターとかでも一部そういった認証をして

いる講座をやっているところがございまして、そういったものともちょっとすり合わせを

して、共通ルールとしての講座ですとか、認証制度ができていけばということを、プラン

を今計画しているところでございます。 

 久塚座長 冨井さん。 

 冨井委員 一度訪問させていただいて。この事業、今、お聞きしていると、非常にお互

いに行政とうまくいっているという。片や子育て支援とか、いろいろのそういうことは、

区側で保健所主催の講座があったりとか、それから区の子どもサービス課主催の講座があ

ったりとか、行政側がやっている講座があります。それで、片やＮＰＯと協働事業でやっ

ている。そういうものの全体を考えていく中で、この講座の特徴があっているのかという

ところがよく、僕はやっているのを見に行きましたから、やっていることはいいことだな

とは思っていますけど、だけどその辺との関係がどうなっているのか。 

 それが協働事業として、もっとここのところをこうふやしていくような行政として考え

方を持っているのか、もっと行政側へ、区の事業として取り込んでいくことを考えている

のか、その辺のところをどういう。 

 事業課 全体の研修、子育て支援の養成の研修について、ゆったりーのさんのほうから

もご提案をいただいているところなのですが、今、本当に目的別にいろいろな研修をやっ

ておりまして、職員研修も含めてですけれども、目的別で必要な研修についてはそのまま

残しておく必要なものはあるかと思うのですが、子育て支援、何か子どものためにやりた

いというふうに思っている方が、一番最初にきっかけとなる場所としては、やはり民間の

方がする講座というのがとても、また行政がやるのとは違う目でとても必要なきっかけで

あると思いますし、逆に他区、港区さんとかでもそういったところの部分については、民
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間の子育て支援の施設にお願いをしているところもとても多いのです。 

 そういったものを活用しながら、新しくどういったものが今あるかというところ。所管

の子どもサービス課だけではなくて、保健センターはまた健康部のほうでやっていますし、

その辺、来年子ども家庭支援センターもまたつくっていくのですが、全体のそれを連携し

ながら、そういう子育て支援の養成講座を再構築して、民間に頼むところは頼む、行政が

やらなければいけないところはやるというような形で実施をしていく予定でおります。 

 特に保健センターとかは一番身近な、乳幼児がまず行くところですが、そこもスポット

してやはり必要ですし、講座というか、居場所としてすごく必要なところなのです。そう

いったもので、いろいろな場所を選択できるということはとても大事ですけれども、それ

を全体でまとめるような仕組みづくりを、ゆったりーのさんにお願いしていきたいという

ふうに考えているところです。 

 ただ、人材バンクの運用までは逆に難しいかと思うので、その辺は社会福祉協議会でフ

ァミリーサポート事業もやっていただいておりまして、ボランティアセンターもございま

すので、子どもサービス課がそれを橋渡しするような形で、講座の運営をゆったりーのに

お願いして、それをボランティアセンターにつなげるとか、そのほかの仕組みづくりを子

どもサービス課のほうでいろいろな行政機関と連携をすることによって、なるべくできる

ところはゆったりーのさんにお願いしていきたいというふうに考えています。 

 久塚座長 ほかに。宇都木さん。 

 宇都木委員 今のお話とちょっと関連するのですが、その養成をしてその人たちをどう

するのかというのが問題です。つまり何のために養成するかという話なのです。各種の行

政としても、いろんな支援者を養成している講座をやっていると思うのですが、あるいは

ファミリーサポートだとか、厚労省が進めていることもやったりなんかしているのだと思

うのです。 

 そういうところを卒業した人たち、あるいは養成が終わった人たちを、どうやって日常

的な支援活動につなげていくのかという、社会的なというか、区としてのシステムをどう

つくるかということは、本来そっちのほうと一緒にやらないとだめだと思うのです。 

 市民団体がやることも、講座の事業としていっぱいあったっていいと思うのです。そこ

で講座を受けてきた人たちが、じゃ、どうやって新宿区がそういう支援者をたくさん養成

して、それで子育て支援の先進的な行政として、どう行政としての事業を展開していくの

かということにつながっていかないと意味がないことだと思うのです。だから、区民から
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見たら、どこがやっている、社協がやることであっても、ゆったりーのさんがやることで

あっても、行政が直接やることであっても、みんな同じことなのです、見えるのは。 

 だから、そうすると、そこから先の姿、形もそういう格好で見えないと、協働事業とい

うもののその切り口はそれでいいとしても、協働事業が果たす地域社会をよくするところ

にどうつなげていくかというところをもう少しシステム的にというか、仕組み的にという

か、それを考えないといけないのではないかなというふうに、今の話を聞いていて思うの

です、着手すると、それをゆったりーのさんがやるかどうかという話ですけど。 

 今度のやつでも、修了者が２５人でしょう、１２人の１３人で。１人、約１０万円かか

るわけです。費用対効果を説明する意味においても、我々がやっている講座というのはこ

ういう意味があって、こういう姿、形で応援していくのですよというのが、説明ができな

いと、協働事業だからよかったねというだけじゃなくて、そこが行政に問われるところだ

と思うので、ぜひそのこともこれをきっかけに絵姿というか、みんなが見えるような格好

にぜひお願いしたいなというふうに思うのですけど、その辺はどうですか。 

 事業課 各その人、一人一人がもう養成して完了してしまうということではなく、その

人がまた発信者になって、また地域にいろいろな情報を出していただくような形、そうい

った支援の輪を広げてもらうための講座であるというふうに考えています。 

 あと、先ほどのファミリーサポートですとか、そのほかの事業の講座につきましても、

今はちょっと別々にやっているところを、今度ゆったりーのさんと連携をしながら、本来

の子育て支援にベースとして同じような講座、それぞれ目的が違うのですべてが一緒とい

うことではないのですが、基礎的なところで子育て支援に必要な保育の理念ですとか、講

座内容の中の講座のメニューですとか、そういったものの検討をまたしていきまして、そ

の中で、そのほかの講座と重複して受けなくてもいいような講座については、それこそ認

証書をもらった人については、ファミリーサポートを８時間ですが４時間は免除になると

か、そのような形で、区民の支援者になろうとしている方にもメリットになるような形の

講座編成にし直す形をつくるということによって、その講座自体を広げていきたいという

ことと、あと今回、子育て支援者養成というと、本当にもう自分の子育てが終わった人が、

人のためにやるという子育て支援だけのイメージがあるのですけれども、そうではなくて

今、子育て中の授乳をしているお母さんが学校に行って、子どもたちのために、お母さん

はこんなに大事に育てているのだよというような子育て支援、そういった子どものための

教育に寄与することによって、またそういった子育てを支援していく。地域にそれを理解
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してもらうことによって子育ての支援になるというような、普通の家事とか育児を手助け

するだけの子育て支援ではなくて、そういった意識を変えていくというか、そういった意

味の子育て支援というのが、なかなか今まで行政のほうでできていなかったところが大き

いかと思いますので、そういったところをプラスして、なおかつ今までのその専門的にそ

れぞれやっていたものの共通化をするというところを、来年度以降は目的として実施をし

ていきたいと。 

 ですから、何人育てたということよりも、それを発信する人、そういった子育ての支援

のやり方もあるのだよという発信者として、人数としては少ないのですが、そういう人た

ちがまた地域に帰って、そういった活動をしてくださったりしておりますので、それがま

た種となって、また広がっていくというような子育て支援者を今後つくっていきたいとい

うふうなスタンスで取り組んでいきたいと思っておりますけれども。 

 ゆったりーの 今、子どもサービス課さんが言ってくださったことと重複しますが、シ

ステムとして養成講座を出たら、こういうポジションがあって、あなたはここでやってい

ただけるのですよという形がないというのは、私も最初正直不安でした、この講座をやる

側として、そういうのがなくていいのだろうかという不安はありました。 

 ただ、この２年間やっていく中で感じたことは、結構そういうシステムがあると、じゃ、

この講座を終えたら私はそこで何か役割をやればいいのだわという形で入ってきて、そこ

に悪く言うと安住してしまうというのですか、せっかく勉強しても、じゃ、それを生かし

て、とりあえずここというふうな形に落ちついてしまうと思うのですけれども、むしろそ

れよりももっと視野を広げて、その時々、自分の置かれた環境とか状況によって、今は自

分はこんなことができるのではないかとか、いろんな材料を仕入れていただくための講座

というようなとらえ方をすると、非常にそのシステムは今ないですけども、受講した後に、

とても柔軟性を持って地域で活動していただくことができるのではないかと思っていまし

て、それには本当にその方の自主性というのがとても重要な位置を占めてしまって、それ

がないと結局何もつながっていかないということになってしまいますが、むしろそういう

やり方で、少し長い目で効果が出てきたらいいなというふうにも感じながらやっておりま

す。 

 鈴木委員 よろしいですか。今、お話を聞いていて、その講座だけじゃなくて、それを

受けた後というようなお話だったのですけど、資料の１０ページの行政のほうで説明して

いるところの文面を読みますと、「講座を区民が主体的に実施すること自体が大きな目的
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であり」と書いてあるのです。だいぶ違います、これと。 

 事業課 いえ、区民というのがゆったりーのさんであるということで、事業自体が区民

が主体となってやっている事業なのです。ですから、それ自体がという意味で書かせてい

ただいて、参加している区民の方がという意味ではないのです。 

 鈴木委員 いやいや、講座をやることが大きな目的というふうに、これ読めちゃう。 

 事業課 ああ、はい。区民の方が目的を、課題を自分たちで見つけて、課題を解決する

ための講座を開設していくという意味なのですけど、すみません、言葉が足らなくて申し

わけないのですけれども。 

 今、子育てに何が必要かという課題を、ゆったりーのさんはいつも考えながら講座をつ

くっていただいているわけなのですが、その課題を区民の団体であるゆったりーのさんが、

自分たちで考えながら、今の。 

 鈴木委員 そうなのだけど、行政側として、今だから受講者をあと、どう活用するのか。

だから、需要と供給のマッチをするのか、そのプロセスをどうするのかと、今、議論にな

っているわけです。だったら、こういうコメントじゃないですよね。 

 事業課 そうですね。これだけではないのですけれども、それ自体も大きな目的として

考えているというところなのですけれども。 

 鈴木委員 それと、じゃ、今度はＮＰＯの方に質問なのですけど、６ページのところで、

最初の１行、「ゆったりーのにおける、当講座の効果は大変大きい」と書いてあるのですけ

ど、大変とは何ですか。 

 ゆったりーの 書き切れないほどのいろいろな効果があるという意味で書いております。

まず、一番初めに講座の内容を組み立てるところを自分たちでやるところからして、まず

１０回の講座にどんなエッセンスを入れるかということで、話し合って組み立てていった

のですが、子育て支援というのは、先ほども言ったように本当に広い意味がありますので、

子育て支援とは何かということの議論から始まって、まずゆったりーのにおけるゆったり

ーの内部での組み立てをする間に、非常にスタッフ自身が学んだということが一つ。 

 それから、講座をやるに当たって、いろいろな講師の先生方をお招きして講座を受けま

したので、その講座のその日の講義だけではなくて、その打ち合わせの間に、打ち合わせ

をしているスタッフは、非常にまた勉強になったという、ゆったりーの自身がやらせてい

ただくことで得たものは大きい。 

 また、それから新宿区からこうした事業を、費用もいただいて実施するということで、
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そういった事務局的なスキルもここで一つアップしたという、ゆったりーの内のスキルア

ップもたくさんあったということが言いたかったのですけれども。 

 鈴木委員 それは違うような気がするのですけど。ゆったりーのの勉強代のために二百

何十万払ったのかと言われますから。 

 ゆったりーの はい。それから協働事業ということでやらせていただいたわけなのです

が、やはり受講される方は、ゆったりーのの事業ではなくて、新宿区の事業ということで

受講するきっかけの理由にされた方も大きくて、つまりゆったりーのという知名度ではよ

くわからなかったけれども、新宿区がやる講座なので参加されたという方も多かったので、

同じ講座を企画したとしても、新宿区と協働でやることの意義は大きかったという意味も

あります。その他たくさん。 

 徳永委員 ＮＰＯからいうと協働事業、私たちの団体でもいろんなところと協働事業と

か、行政としたことがあるのですけども、そういう行政との協働事業をすることによって、

自分たち自身がスキルアップしたりというのは、もう副次的にあるのはこれは確かで、そ

れはそれで正直言うとＮＰＯにとっても、最初のもくろみの一つであることは、もうこれ

は間違いないです。 

 ただ、それで皆さんの税金を使ってやるわけだから、それについてきちんとした効果を

出して、成果を出して、それで何ぼかなということで、そういう意味では今回のゆったり

ーのさんのは、その後につながるようないろんなことを、さっき説明してくださったので、

評価できるなと思うのですけど、さっきからネットワーク化とか、それから人材バンクは

無理かもしれないけれども、ある意味での実際の子育て支援の現場に人を活用していくと

かというのも、いろいろこれからなさるというのは伺っているのですけれども、具体的に、

じゃ、今度交流会開くということで、またいろいろ広がっていくのだと思うのですけども、

せっかく３年目に頑張るというところなので、大きなことを最初からできないにしても、

とりあえず一番最初に何をするのかちょっと聞かせていただくと、何か応援する気持ちが

私なりに。 

 いろいろ講座をポイント制みたいにして、共通の修了の資格にするとか、そういうのは

とてもアイデアとしてもすごくいいと思うのですけど、今、ゆったりーのさんがこれから

そういうシステムづくりに関して係っていく中で、何を最初に考えている、多分簡単なこ

とからでいいと思うのですけど、それを教えていただきたいのと、行政としてもそれは行

政として受け入れられることなのかということを教えていただきたいと思います。 
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 ゆったりーの 具体的なところで今、話が具体化しているものは、やはりその延べ数に

しますと、昨年度の分を合わせますと６４名もの方が、当講座を受講したことになってお

りますので、それだけの方たちのネットワークづくりというものを、まずはやっていかな

くてはいけないということで、昨年度からもたびたび次の講座のお知らせなどをきっかけ

に、いろいろな講演会やイベントやそういったチラシや、ゆったりーのでこういうことを

やるのですけども、一緒にやりませんかというようなこと、それから新宿区からもこうい

うお話がありますよというような周知は今でもしているのですけど、もうちょっとそこを

明確な形のネットワークにしていきたいというのが一つあります。 

 それから、来年度以降の講座の組み立てのところに、そういう方たちを入れていって、

一緒に子育て支援を新宿でやりたい、新宿区もやりたい子育て支援というのですか、新宿

区も、それから参加していった方たちも、私たちも一緒に話し合っていける場をつくりた

い。もともと協働事業で応募した意図の一つにそこがありますので、だんだんそこが現実

的に、最初は先ほど宇都木さんのおっしゃったようなこととかは、私たちは言っていたの

ですけれども、新宿区としてはなかなかそこまで、そんなゆったりーのとやるということ

が、なかなかわかっていただけなかったのですが、そういうことも大事だというのが最近

やっとわかっていただけたので、やっていきたいということが一つ。 

 それから、新宿区さんとでは、先ほど言ったほかの講座とのポイントがいいのかちょっ

とわからないのですけれども、すり合わせということを、かなり時間がかかりそうな雰囲

気なのですけれども、できる話をしてやっていきたいという３点が現実的に今、話に出て

いることです。 

 事業課 研修内容の子育て支援の養成講座のちょっと見直しのようなことを、全体とし

てどうしたらいいかというところを、子どもサービス課としては今、考えなければいけな

いところに来ておりまして、子ども家庭支援センターも３カ所にふえまして、今までやっ

ていた事業が、相談業務とか個別の虐待対応とかいろいろな相談業務が中心となって、行

政のほうはかかわるところが多くなってきますので、今までやっていた養成講座等が今ま

でどおりに、直営でやるものよりはゆったりーのさんが逆に今まで培ってきたスキルを生

かして、そちらのほうにお願いしたほうがいいようなものも出てくる状況であります。 

 また、実際に子育て支援者養成講座に参加していただくことによって、今、新宿区で昔

もちょっと子どもの居場所づくり事業で、プレイパーク事業とかいろいろやっているので

すけども、そういったところの事業内容の周知にも、この場を使わせていただいていると
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ころがありまして、こんな事業をやっているのだと。 

 保健センターの人間も来ますし、保育課の在宅訪問をやっている退職園長先生とかもか

かわりながら、いろんな子育て支援の事業があるのだよというようなところを、今年の講

座の中でも言ってきましたので、そういったものを取っかかりとしながら、私でもできる

かなというところで、できる人ができるだけからまず始めていくようなシステムを、職員

がかかわることによって、もうちょっと深めていきたいというふうに考えています。 

 久塚座長 ちょっと待って。お子さんは大丈夫ですか、帰る時間は。 

 ゆったりーの いいです、大丈夫です。 

 久塚座長 子育て支援と言いながら、自分の子どもをほうり出してはいけないので、中

座して。 

 ゆったりーの ありがとうございます。大丈夫です。 

 久塚座長 よろしいですか。 

 ゆったりーの はい。 

 久塚座長 私どものほうからの質問はもうございませんので、これでちょっと時間を過

ぎちゃいましたけども、ヒアリングを終わりたいと思います。お忙しいときにどうもあり

がとうございました。 

 ゆったりーの ありがとうございました。 

 事務局 ありがとうございました。 

 

（ゆったりーの・子どもサービス課担当職員退席） 

 

 久塚座長 それではまず、４０分までということで、意見交換をまずはみんなのおうち

のところについてご発言をいただいて、徐々に１０分ずつぐらいで、１０分ずつだと足ら

ないか。それとも評価点を決めるのを先にしちゃおうか。 

 事務局 そうしましょう。 

 久塚座長 それでは資料５を、これを議論している間に、先ほどの三つの事業のヒアリ

ングのことを忘れちゃったとならないように、頭の中にちゃんと入れておいてください。 

 資料５で、今日、これを使って委員にお願いしたいのは、いつものとおり項目１から始

まって、どこに黒塗りをするかという、自由記述のところではありません。それが最終的

に結論が出たところで、四角の中の自由記述について、事務局としてまとめるという作業
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を、今日の答えをいただいた後に開始します。 

 四角の中の説明ですが、１ページに黒四角があります。２ページ目はない。それぞれの

評価項目、自由回答の中で、例えば７ページが典型的なのですけど、黒丸や黒四角がある

のは、四角同士が大体似たような意見、類をつくったということです。だから、項目１の

四角と項目７の四角は全く別で、その四角の中での類似した意見をこういうふうに表示し

たということになっています。そうですね。 

 事務局 はい。 

 久塚座長 では、取り急ぎということでご協力をお願いしたいのですが、１ページ目で

す。「中学卒業後からの青年支援対策事業」、②番と③番に分かれておりますが、数からい

うと②番なのですが、②でよろしいですね。 

 鈴木委員 はい。 

 久塚座長 はい。項目の２になりますけれども、これも②でよろしいですね。 

 徳永委員 はい。 

 久塚座長 ３ページ、③です。４ページ、これも③ですね。 

 徳永委員 はい。 

 久塚座長 上と下に二つずつだと真ん中。 

 ５ページ、②でよろしいでしょうか。①番が 1 つで、②番と③番が一緒の数字なので、

②番にします。 

 ６ページ、③。 

 ６ページの下の項目７は、これは④ですね。 

 ７ページの下のほう、項目８について、これは引きずられる形で③ですね。よろしいで

すね。 

 徳永委員 はい。 

 久塚座長 ９番、８ページ、改善すべき内容の把握について、これも同じく③になりま

す。 

 ９ページ、総合についてはＢ。 

 徳永委員 そうですね。 

 久塚座長 はい、ということになります。いろいろ議論があったのですが、こういうふ

うになりました。各委員よろしいでしょうか。じゃ、事務局、チェック終わったよね。 

 事務局 はい。 
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 宇都木委員 それで、ちょっと読ませてもらって一つ、二つちょっと気になったのは、

評価が分かれるところは、各論併記でやむを得ないというふうにするのか、できるだけ議

論して絞れるところは絞ったほうがいいというのか、しっかりしておいたほうがいいなと

思うのですが。 

 どうしてもくっつかないようなところはしようがないとしても、できるだけ方向性とし

ては一つの方向に、そのほうが区民に対する説明もいいのじゃないかというふうに思うの

で、ちょっと議論を今してもらったらなと、ちょっと気がついた点。 

 久塚座長 四角の中のことですよね。 

 宇都木委員 うん、四角の中のこと。 

 久塚座長 今、皆さんからいただいた記述を、まとめられるものはまとめていますけど

も、生に近いようなことで出しています。それを１ページでいうと、適切であるというと

ころに黒い四角がつくのですけども、それを結論的にそういうふうになっているところを

念頭に置きながら、自由記述を生かしていくという形でまとめていくという作業に、前回

もしたわけですけども、極端に分かれているところについては、もしそういうのが出てき

た場合には、どうしてもこれ仕方がない。 

 徳永委員 どこが違うか書いていますか。 

 宇都木委員 どこがというか、例えばこの１番でいうと、②と③にこれだけ分かれてい

るということは、この分かれが大きくてこれだけ分かれているのだと、やっぱり評価がこ

れだけ違うのかと。だけど、ほぼ似ているように分かれているなら、３人と４人に分かれ

たりするのなら、それは構わないのですよ。 

 例えばここでいうと。 

 鈴木委員 項目の７だ。 

 宇都木委員 最初の四角で真ん中辺に、「新宿区の事業であり区内居住者『居場所』への

参加がないことは協働事業として疑問を感じる」でしょう。その後がちょっとこれ違うの

ですよ。「結果だけを持ってすべてを判断せず、区民ニーズがあるにもかかわらず参加に結

びつかなかった理由を詳細に分析することにより、特質ある本事業が、さらに充実したも

のになるのではないか」と。もう片方は疑問だと言うのだけど、片方はもう少し何か考え

たらどうかと。 

 これを区民が見たときにどういうふうに理解するか。それが②と③の違いだというふう

に言っちゃうのか。 
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 鈴木委員 例えば今、１ページのところで、四角の中に４つ意見があります。評価者が

７人です。３人の意見が。 

 久塚座長 上を入れて、５つ出ています。 

 鈴木委員 ５つ出ているのですか。 

 久塚座長 黒点が。 

 事務局 黒点はどこにも属さないというか、違う意見のものは黒い丸ポチで示してあり

ます。 

 徳永委員 あとは似たようなことを言っている。表現が違って言っているのかなと。 

 久塚座長 それで、二つのものを継続して書いたものもあるかもしれない。鈴木さん、

続けて。 

 鈴木委員 一番の問題は、多分宇都木さんの言われたような項目の７番目だと思うので

す。③と④で、④に引っ張られていますけど。当該事業実施における受益者の意見集約に

ついて。ここが右へ行ったり、左へ行ったりこういろいろ書いてあって、何なのという気

がしないでもない。ということですよね。 

 宇都木委員 うん。 

 久塚座長 私は下に引っ張られて④番にしたのですけども、それがだめになるようなこ

とでもなかろうというふうに、私自身は見ているのですけど。 

 宇都木委員 ここは物の考え方なのです。 

 久塚座長 うん、結論でいうと。 

 宇都木委員 だから、特にこういうデリケートな人の問題を扱うときなんかは、ちょっ

といろいろあるから、画一的にくくれない、その人によってみんな違うと思うので、だけ

どそこが開きが出たまま、そのままで意見の違いがありましたということだけにしちゃう

と、本当にそれが評価ですかという話に結びつきかねないから、こんないろんなさまざま

な意見があった結果こうなりましたというのは、どこかで解説を入れるか、何か。 

 久塚座長 分かれているところについては、うまくそれに対して、あることに対してこ

ういうふうなことがあって、それに対してまた違う。 

 宇都木委員 意見がありましたと。 

 久塚座長 で、そうしてこうだろうというふうなことを、やっぱりまとめておく必要が

あると思っています。 

 伊藤（清）委員 何かこの７番についていえば、ＮＰＯは当事者だけども、本当の当事
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者じゃないわけです。第三者的な当事者になっています。その前に子どもたちが言ったよ

うに双方の人がいるから、客観的に見たときにみんないろんな人と話しているから、それ

を集約してここに意見として挙げればいいなという思いがあるのでしょうね、ここは。と

れない、とれないじゃなくて。話している中で、自分ではまとめるとこうなるねという意

味は。それもないと、何もないということだから。 

 久塚座長 だから、ＮＰＯとか協働事業ということについての評価、きょうも３団体あ

ったけど、通り一遍の評価に近いもので評価できるのと、その診断表をちょっと特別つく

らなきゃいけないようなものも出てくるのですよね、多分。だから、効果というのを、先

ほど１人幾らかかるよみたいな形で、それはもっともなのだけども。 

 だから、協働を通じて行っていることが効果を発揮するというのは一体どういうことな

のだろうということをもう一度、毎年、毎年考えなきゃいけない。評価表というのも少し

チェックを入れるところ以外に、四角の中でやっぱり評価をするのが難しいということを

きちんと書くというか、違う評価基準のもあるのではないかみたいなことを常に担保する

ような評価をする必要もあるでしょう。 

 鈴木委員 よろしいですか。先ほどの宇都木さんの課題は、要は併記をしていくのか、

少し集約をするコメントにするのかということだと思うのですけど、私は併記をすべきだ

と思っています。 

 というのは、人の意見を聞くということも協働の一つの形なので、無理にこれを一つの

方向でまとめるというのはいかがなものかなと、私は思っています。 

 久塚座長 無理にまとめはしませんけど、できればただ議論してそのままなったという

よりは、各委員が出したものがお互いに意見を言い合っているうちに、似たようなところ

が出てくれば、それはそれでいいことだろうというふうに思いますし、以前からの流れか

らいうと、違うものをそのまま生でぽこんと出すことに対してもご意見がありましたので、

だからといって委員会の意見を無理やり１本にするつもりもありませんので、つくってい

く段階で、たまたま二つできたと。それは悪いことではないと思う。 

 それはなぜそういう形になっているのかというのを、その二つ違う意見の後に、やっぱ

り見えるような形をとらないと、ただ言いっ放しの委員会だよねというふうになってしま

う、そういうのはあまりよくないだろうと。 

 徳永委員 私、いつもここに参加させていただいていると、もちろんいろんなご意見が

あって、見方もいろいろあるのだけれども、何となく最後的にはこういう見方もあるし、



 46

こういう見方もあるけれども、でもこうですねみたいなところが何となく見えてくるので、

そういう書き方はあるかなと思う。 

 でも、例えばこれから先、私は今まで体験していないのですけども、もう絶対譲れない

みたいな意見の分かれ方で、しかもそれがたった１人の人が何か感じているというだけじ

ゃなくて、真っ二つに分かれるような、いや、これは譲れないというような何か大きな問

題が出てきたときには、やっぱり両論併記すると思う。この問題については、委員の中で

ははっきり二つに分かれましたと、こういう意見とこういう意見がありましたというのを

書いてもそれはいいと思うのだけど、このレベルでは大体似たような見方をみんながして

いるのかな。こういう見方もあるし、こういう見方もあるけど、総じてこうですねぐらい

の感じなら、コメントの中で一貫性がちょっとずれていても、まあ、大体一貫していると

いうか、コンセンサスとは言いませんけれども、問題ないかなと思うのですけど。 

 久塚座長 毎回悩むところなのだけど、７人が出したのをそのままベタで載っけるとい

うのが一番シンプルなやり方なのです。 

 鈴木委員 そうです。 

 久塚座長 それは個人の意見なのか、委員会の結論なのかという問題に帰着して、何だ、

この委員会というのは統治能力ないのかという話になっていくので、できるだけ委員会と

して自分が書いたものでない、ほかの委員が書いた意見についても、賛成、反対は出せる

ような、かなり独立性の強い一個人、一委員が自分の書いた意見とほかの人の書いた意見

をすり合わせて、まとめ上げていくというのは能力ですので、それはやったほうがいいの

だろうと思います。 

 徳永委員 この前、身を切ったとか何とかおっしゃったから。１人だけ、すごいいい評

価をしていて、みんなと違っているという。 

 久塚座長 それはいろいろあります。 

 徳永委員 いや、でもそれはやっぱりお話を聞いている中で、そうだなとやっぱり思っ

たから全然平気なわけで、それがあって、そのためにここに来ているわけで、そうじゃな

きゃ、アンケートだけで。 

 久塚座長 そうです。 

 宇都木委員 僕は今日みんなで印をつけた団体について気になっているのは、来年やら

ないと言うわけだ。団体はやらないと言うわけだ。委託されても受けないと言うのだ、お

願いされても。 
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 だけど、やっていることはトータルで、それぞれが一生懸命やったけど、うまくいかな

い。だから、うまくいくために、また来年もやろうということに、なぜなってもらえない

のかというところを、ものすごく気になっているのです。こういうのはあることだと思う

けれども、この事業だけじゃなくて。 

 だけど、それは僕はやっぱり行政側の受けとめ方と団体側の受けとめ方との違いが基本

的にあるからだと思うのですよ、多分。それ、どこかに私は書いておいたつもりなのだけ

ど。団体としては自分達のミッションだから、それを一生懸命やることについては全く問

題なくやっちゃうわけ、一生懸命やっているのです。それが正当に評価されないというか、

うまくかみ合っていかないということに対する責任感をものすごく持っちゃっているのだ

ろうと思うのです。 

 伊藤（清）委員 参加者が区民に限定されると、自分たちがやっている事業として考え

られない。新宿区だけを見るのだけども、ほかからいっぱい来ちゃったときに、新宿区は

それで評価されないのか、というところがあると思うのだ。 

 宇都木委員 だから、そこが原因なのか、それともこの団体が持っているミッションが

受け入れられないどこかが、要素があって、その団体とはできないということになるのか。

そこはまだ僕、どうも両方の議論を聞いていると、あまり。 

 徳永委員 場所を提供するからまたどうのとかと、新宿区のほうからもいろんな新しい

提案をして、ほかの団体とも平等にというのではないけどやっていこうと。それには参加

すると言っていましたよね、あのとき。 

 宇都木委員 だから、一緒にプロジェクトみたいにつくって、同じ分野のＮＰＯの関係

者が集まって、そことまた新たなことを考えましょうという、それはそれでどうするかわ

からないけど。 

 事務局 今、既に連絡会の中には一緒に入っていただいて。 

 宇都木委員 入っているのでしょう。 

 事務局 あと、ほかの同じようなことをやっている団体さんとも入っていただいて、ど

ういうふうなことを新宿区としてできていくかということを今検討している段階、ネット

ワークをつくって検討し始めた段階。 

 宇都木委員 それは僕も後で確かめたの、電話して彼に聞いたら、それは別に否定はし

ていませんと言っていましたけども。 

 冨井委員 でも、５００万なくなったらどうするのですかと言ったら、続けたいですと、
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そういうふうにはっきり答えましたよ、あのとき。 

 宇都木委員 だから、彼たちは続けるのですよ、ミッションだから。それはもう協働事

業。 

 冨井委員 協働事業として続けたいというふうには言っていないかもしれない。 

 鈴木委員 今の問題提起で、一番大事なところは、我々はＢということで、適切な評価

をしたわけです。でも、行政のルールだと、区民じゃないから対象外と。 

 徳永委員 ほかに似たのがあるから。 

 鈴木委員 そうそう。だから、そこで協働事業の範囲というものをどうするかねという

ことを考えないといけないよねと、それはこの間、宇都木さん言われたわけです。もっと

地域問題としてやるべきだと、こういうのは。そこの問題提起なのでしょうね。だから、

やるとしてもこういう評価で、行政側とはアンマッチなのだけど、そこについて行政と別

途検討すべきであるということを付記事項でいいのでしょう。この協働事業の評価プラス

アルファと。じゃないと、今の問題は埋もれちゃいますよ。 

 徳永委員 何でＢなのに、来年ここはやらないのというふうに言われたときの説明は。 

 鈴木委員 やるべきですね、ちゃんと。 

 徳永委員 言ったほうがいいですね。だから、ほかに同じような団体があるときには、

競争入札しなきゃいけないと言うのなら、じゃ、ゆったりーのさんはどうなのかというこ

とでしょう。 

 事務局 はい。 

 徳永委員 子育て支援のゆったりーのさんは、本当にユニークで業務委託に足る資格が

あるのかとなるじゃないですか。シーズなんかも業務委託するときに、もうシーズにしか

できないというときには行政から業務委託ですけど、そうじゃないときには入札しますか

ら。 

 事務局 そうですね、そこにしかできないとなると、やっぱりそうです。 

 徳永委員 そうすると、そうじゃないときは入札して、かち取るというか、そういう意

味ではゆったりーのさんはユニークで、この団体の事業はユニークじゃないという、両方

ともすばらしいと思うのだけど、その差はどこに違いがあるのかなというのはちょっと感

じたりもしたけど、知識不足で、もしかしたら本当にちゃんとした根拠があるのかも。 

 だから、それはやっぱり単に新宿区民が対象じゃないと言うのだったら、それはそれで

一つの理由にするとか。 
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 宇都木委員 だから、それは行政の理屈としては税金を使うのだから、新宿区に直接影

響があることのほうを優先したいというのは、それはそれでわかるのだけど、じゃ、ほか

のところと合同でやって、本当にそれが実現するのかと、それもわからない。わからない

のだけど、そこの評価は、多分行政の判断とＮＰＯの判断というのは、それは違うのです

よ、ミッションだから、ＮＰＯはミッションだから。 

 徳永委員 価値観が違う。 

 宇都木委員 だれが何と言っても全体がよくなればいいわけだ、ＮＰＯは。新宿区を対

象にした事業をやっているわけじゃないのだから。だから、そういう意味でいうと、それ

はミッション、本来の事業としてやっているところは一生懸命やれたけども、問題もある

ねという、それはそれでいいのだけども、行政のほうはそうじゃなくて、行政の判断基準

というのは、それとは必ずしも同じにならないわけです。そこのところを、そうだよね、

そういう評価がある以上は、それは行政がここからこの団体基準でやるというのはなかな

か難しいよねというのは、みんなが了解し合うのか、そういうふうになっちゃうと全部で

きなくなっちゃうというふうにするのか、考えるのか、それは新たな新しい問題提起なの

かもしれない。今までないことだから。 

 徳永委員 こんなに褒められてなくなっちゃう事業というのも残念で。 

 宇都木委員 事業はみんないいと言っている。そりゃ、そうだよ。 

 冨井委員 事業はいいけどねという。区民が常に。 

 宇都木委員 だから、新宿区との協働事業としては、新宿区民が１人もいなかったら成

り立たないということだけで切り捨てちゃっていいものかというのは、ちょっと。だから、

それは事業としてはそういう対象者がいる限りは、多少のそういうのがあっても、やっぱ

り大事なことだよねというところでとめて、できるだけ次も、今度は新宿区民が参加する

ような何か具体的な方法をお互いが検討し合って、やるべきことでないの、というふうに

つなげていくのかというのはちょっと。 

 伊藤（清）委員 この間もちょっとこれ宇都木さんが言ったのかな。例えば新宿区とい

う一つの行政区でとったときに、そこにロケーションを置いちゃって、そこにはだれも来

ない、ほかのところから来る。じゃ、逆に新宿区の周りの区に協働事業として４カ所なら

４カ所、中野でも杉並でもいいけど、そうすると新宿区民がそっちに行くのなら、それだ

って一つの協働事業になっちゃう可能性がある。 

 新宿だからこそ人が集まる、いっぱいいろんなところから来るから、新宿区だからこそ
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そういう事業があってもいいのじゃないと、たしか言ったような気がするのだ。 

 鈴木委員 うん、そう言われていました。 

 伊藤（清）委員 うん、徳永さんが言ったのかな、そんな気がするのだ。だから、それ

だったら、ああ、立派な協働事業。これだったら彼らも乗ってくると思うけど、今言った

ように新宿区民が来ないのじゃ、ロケーションはここでということが難しい。 

 鈴木委員 いや、だから、それじゃいけないということでしょう。 

 伊藤（清）委員 そうそうそう、いけないという。 

 鈴木委員 いけないということ。 

 徳永委員 これはまた別途何かご意見を出す、評価書とは別なところで出す。そもそも

協働。 

 鈴木委員 だから、協働事業とは物理的なロケーションに属性を持った協働事業もある

けど、心の属性というのは、ロケーションは地域のロケーションじゃないですから。むし

ろ。 

 久塚座長 そういう意味では、提案してきたときに、それぞれの委員の評価というのは、

非常に微妙なの。最初から提案書の中に、対象とする人というのを。 

 徳永委員 書いてあった。 

 久塚座長 こちらは制限しないにしても、新宿以外の人々と書いた提案書が出てきたと

きに、僕らがどう見るか。 

 鈴木委員 そんなのがたくさん来たらね。 

 久塚座長 だから、やっぱりそこで選ぶと、やっぱり委員としてはいろいろに見れるわ

けだ。新宿区の外からばかりをねらうということも正当に評価しようということであれば、

それはそれでいいと。それを鼻からもう確信的に新宿区というのは多分来ないだろうから、

新宿区以外というふうに書いてきたものを、僕らは丸Ａというふうにつけ切るかどうか。 

 徳永委員 でも、住民票の話で言ったらホームレス支援はどうかと。 

 久塚座長 現にそこにいるところが住所と一致するということです。 

 徳永委員 そうか、そうか、区外から来ている若者たちね、ホームレスの人は、昔は遠

くにいたけど、今はあそこに住み着いている。 

 久塚座長 うん、だから。 

 徳永委員 準区民。 

 久塚座長 住所地がない者は、常にその人がいるところを管轄するところにいるという



 51

ことになっている。 

 鈴木委員 企業の法人がここの新宿区に本社を置いて、法人税を払います。でも、そこ

の多くの従業員というのは多分区民じゃないです。だけど、ここが潤っているのはだれの

おかげだと。 

 徳永委員 おっしゃるとおりです。 

 久塚座長 そうなのです。 

 冨井委員 区民というのは何なのだという。昼間の区民がいっぱいいて、それで例えば

その人たちは、昼間は新宿でご飯食べたりとか買い物をしたりする。これは全部消費税と

か払ってくれます。それから、法人税はまさに払う。だから、実際に区民が直接税を払っ

ているというのはどのぐらいあるのかと、１回調べてほしいのですけど、だけどあと２０％

や３０％はほかの人が払っています。そこへ来た人たちも区民なのです、これ。 

 鈴木委員 そうなのでしょうね。 

 冨井委員 昼間区民なのです。そういう人たちのサポートを。 

 伊藤（清）委員 昼の人口と夜間人口で、大きな差があるのでしょう。それで今、冨井

さん言ったように、お金を落としているのだよね。 

 鈴木委員 それで潤っているわけだ。 

 伊藤（清）委員 そうそう。 

 鈴木委員 だから、余裕があるのです。だから、その余裕をどういうふうに還元するの

だという話です。 

 久塚座長 だから、もっと言えば新宿区民も渋谷で迷惑をかけている。 

 鈴木委員 そうそう、お互いでしょう。 

 久塚座長 そこまでやっているので、新宿区民が新宿区の中で生活を完結しているなん

てあり得ないので。 

 冨井委員 あり得ないです。 

 久塚座長 だから、協働で評価するところだけ新宿区を抱え込んで、こちらで世話にな

っているときは知らん顔をしているというのは、これはあり得ない。だから、やっぱり協

働というのが、ずっとこの委員会が議論してきたことの一つ目が、ＮＰＯが新宿区になけ

ればだめかどうかということ。それはもうどこにあってもいいでしょう。対象とするのも

新宿区にねらっているかどうかというところも、それはもう違うところでもいいでしょう

というところまで来たのだけども、助成金のほうだったか、どっちだったか忘れたけども、
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明らかに違う例えば水俣のことであったり、そういう写真展をするとか、これは新宿じゃ

なくてもいいでしょうみたいな話は、大事なことだけどねというのは、ポーンと意見とし

て出るわけです。そこで評価点をつけていくというふうにやっぱりやってきたことが、問

い直されているということだと思います。 

 理屈としては、僕たちは一つの結論を出すときに、何で新宿なのということを、そのと

おりかどうかはわからないけど、使った記憶は何年か前にある。だから、徐々にこの委員

会も変化しつつあって、協働というのが仕掛けていくＮＰＯだけじゃなくて、利用者はど

うなのかと。あるいは、自治体同士の協働、渋谷区と新宿区が共通に、ともに居場所づく

りと支援することはできないのかということを考えたら、幾らでも効果はねらえるわけで

す。 

 ただ、この団体の場合は何がどうなるかはわからないけど、かなり疲れたというか、気

持ちがなえてしまったというので、やっぱりどこかでそう言わずに頑張ってねということ

が必要なのだろうなとは思いますけど。 

 これもＮＰＯの力量といえば力量なのだけど。それぐらいではつぶれないよというとこ

ろまで、あまり気にしないで勝手にやっていくところもあるし。別に自分のところで勝手

にやっていくわというところもあるだろうし。 

 徳永委員 ＮＰＯにしてみれば、面倒くさくなるというのもあるのです、協働事業が。

それでやめた、もういいと。すごく失礼な言い方だけど、おかげさまでいろいろ勉強もさ

せていただいたし、いろいろと自分たちのミッションもその地域に広めることもできまし

たけど、もういいですと。そのもういいですの理由に多分何かあるのです、そのときより

も。それは連携した協働相手に評価されなかったことが残念だったとか、そういう感情的

なものもあるし、あまりに負担が大きいとか、決められた予算の中で、もう非常にくたび

れちゃうから、もうこれは無理だわと言ってあきらめるとか、いろんな理由があるので、

多分よく聞くと、何か理由がおありなのだと思うのです。別に行政のほうがただ切り捨て

たというだけじゃなくて、相手側にも、もう結構ですという何か理由がおありだったのだ

と思う。仕方がないのです。 

 久塚座長 会計の管理から含めてきちんと計画どおり事業を進めていくのはかなり難し

いですよ。だから、それこそ常駐１０人ぐらいいたらできるでしょうけど、常にいるのが

４、５人で、あとはボランティアの人がとなると、１人がしゃか力にやっても書類の山が

残ってとなると、もう。 
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 徳永委員 会計専用がいないと無理ですから。 

 久塚座長 うん。だから、やっぱり僕らの調査でもそうだけど、もう本当に大学の会計

のほうがやってくれているからもつのだけど、自分でやった日にはもうこれはできない。 

 だから、それを支えてあげると言うと失礼だけど、何かそういうことができるような装

置というのはないのかなと、常に考えるのです。ＮＰＯをサポートしているとか、そうい

うノウハウだけじゃなくて、ＮＰＯの会計をやるＮＰＯみたいなのがうまく支えてくれた

りすると、随分活動にも幅が出るのだろうなとは思いますけど。 

 ちょっと私も個人的な感情でいうと残念といえば残念なのだけど、これは私たちが決め

ることではなくて、私たちは評価までしかできませんので、そういうことです。 

 徳永委員 評価はＢで。 

 久塚座長 うん。 

 事務局 区のほうから言うと、この２年間という期間があったにもかかわらず、やはり

区民がなぜいないのかという分析ができなかったということも、原因にあるのではないか

と思うのです。 

 久塚座長 それはこの間、面接をさせていただいたときに、どなたかの委員の方が、理

由を何だと思いますかと言ったら、さあというのがずっと続いて、あれはちょっと残念だ

ったなとは思うのです。 

 徳永委員 そこではっきり、いや、実は新宿区の人は隣の区に行くので、そういう習性

があるのだとか、もう自分の地元は嫌なのだ、そういう人たちは地元なんかにいない、何

かそういう理由を。 

 久塚座長 だから、さっきのＷＩＮＧ２１も似た傾向はあったのです。やっぱり外から

というのもあるし、いろんなことを、事情を抱えた女性の方たちは、そう簡単に中に飛び

込んでこないというようなことを踏まえると、やっぱり集客ということや職につながると

かいうような一般的な成果ではないことを見なきゃいけないという、それも大事なのだろ

うなと。 

 徳永委員 私、協働事業の目的に集客というのは、私はあまり好きじゃない、正直言う

と。 

 久塚座長 私もそれはそうだけど、じゃ、どの程度になったらどうなのだと言ったとき

に。 

 徳永委員 いや、参加者とか参画者というのをＮＰＯが集めるのがＮＰＯの技量なわけ
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で、むしろ行政にはそれをちょっとは求めてもいいけど、全面に求めて協働事業を提案し

ていくというのは間違いだと思います。 

 鈴木委員 集客をね。 

 内山委員 もっと力があれば。 

 徳永委員 それは違うことを求めるべきだと思う。例えば別の、自分たちが直接アプロ

ーチできない部署、例えば教育委員会がどうしても今まで動かなかったというときに、協

働することによって教育委員会に行政が働きかけてくれてやっと道が開けたとか、そうい

うものを一に求めてほしい。最初に集客とおっしゃったのがちょっと残念で、まあ、それ

だったらしようがないかなという気はちょっとしました。それはＷＩＮＧさんです。 

 集客は２番目、副次的。あと、信用がつくからと言う人もいる、あれも間違い。信用は

自分でかち取るのです。 

 伊藤（清）委員 自分たちが見た中で目的を挙げて、そこからどうやってつり上げてい

くかというのに、そこに区がどんな部分、機械を貸してくれるよだとか、えさをくれるだ

とか、それが手助けであって、えさのいるところまで探して、えさを魚のところに持って

きてよというのが違うのだ。 

 鈴木委員 そういうのもあると思うのですけど、僕は何件かヒアリングしていて、ＮＰ

Ｏの人というのは、やっぱり意見のまとめ方、説明の仕方がやっぱりちょっと下手だと。

それが片や行政側で、新宿区の職員なんていうのは、もう２４時間そういうことばかりや

っているわけです、そういうプロでしょう。 

 だから、もう多分言い負けちゃって、何かそんなのもあるのかなという気がするのです

けど。 

 徳永委員 でも、ＮＰＯは結構口は達者ですよ。 

 鈴木委員 いやいや、そういうのはいいのだけど、こう聞いているともっと。 

 徳永委員 まあ、お人柄があるから。 

 鈴木委員 そうそう。だから、むしろ僕は違う面で考えると、行政側に協働に対する熱

意と意欲がもう全然ないと。あれじゃうまくいかないよねという気はします、僕は見てい

て。 

 徳永委員 逆に集客なんかを期待されたら、そこでしかり飛ばしてくださるぐらいでち

ょうどいいのかも。 

 鈴木委員 そうそう。 
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 徳永委員 私たちはもちろん伝えますけど、協働の目的は集客なんかじゃないのだから、

よく考えろみたいなことを言ってくださったほうが、もしかしておよよっとなるかもしれ

ないけど、いいかもしれない。 

 鈴木委員 だから、協働はやらなきゃいけないと、もう区長もやっていると。それで、

こういう仕組みもあると。そこで、だからもういかにうまく見せるかというデフォルメ。

そういうことをはっきり言わないと進歩がないもので、ちょっとそういうのもあるよねと。 

 伊藤（清）委員 外国人の子どもの学習支援だと２年目になって、区の施設である児童

館なりを使えるようになったと、そういうふうに持っていってくれると、本当区の仕事だ

と思う。 

 内山委員 場所もいいしね。 

 徳永委員 安心してみんなが集まれる場所ですから、広さもあって。 

 伊藤（清）委員 最初からそういうものを期待しちゃうと、それは区が事業の評価、い

いことが広がっていると見て初めて応援してくれるのであって、最初からそこを求めちゃ

うと、何が何だかわからないところからやりましょう、はい、居抜きで全部借りてといっ

たらできない。 

 久塚座長 委員会の評価ということ、ＮＰＯが独自にやっているということ、それぞれ

の立場からどうかということになるので、新宿区は新宿区でまた少しずつ前に進んでいた

だかないと困るわけで、そういうような報告書になればと思いますけど。 

 これ、始まって５、６年たつのです、委員会自体が。 

 事務局 はい。 

 久塚座長 ある程度までよく進んできたとは、私は思います。それで、議事録を公開し

て、もう傍聴をつけてというふうにしてやっていますので、無理した会議ではない進み方

をしていると思う。このままいいぐあいに、これが一つの応用問題として何度も私たちが

どうしようというようなものが出てきたときも、真価が問われるということになりそうで

すね。 

 そのうち体力をつけて、また頑張ってもらえればなというふうに、私自身は個人的には

そう思っています。 

 時間になりましたのでそろそろ閉じますけれども、事務局、閉じるに当たって、次の日

程や各委員への依頼というか、文書作成などについて発言をしてください。 

 事務局 まず本日ヒアリングを実施しました３事業の評価書については、クリスマス、
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お正月と大変申しわけないのですが、そのお休みを使っていただきまして、次回のこの会

議が２２日に予定されていますので、それまでに事務局のほうで一応３事業の分を一つに

落として、また委員の方に返すという作業のことを考えますと、１月４日の日曜日までに

事務局にデータで返信を。 

 徳永委員 日曜日を期限にする。 

 事務局 そうすると、５日から仕事ですぐに取りかかれますので、できましたらそのよ

うにお願いしたいと考えております。また記入していただくシートのほうは本日、メール

で送信しておきますのでよろしくお願いします。どうしても１月４日無理という場合には

ご連絡をください。 

 久塚座長 ８日？ 

 事務局 １月４日。来年、年明けの１月４日の日曜日までにお願いいたします。 

 次回の会議の予定なのですが、まず本日実施いたしましたこの３事業についての評価書

を取りまとめたものを見ていただいて、また点数を決めていただくという作業、それから

先ほどの「中学卒業後からの青年支援対策事業について」の評価書の四角の中をちょっと

取りまとめますので、そちらのほうの調整をしていただくこと。 

 それからあと、もう一つ、今度は全体の評価報告書を作成するに当たっての事業別の評

価ではなくて、このヒアリングを通して見えてきた課題等についても、委員の方からご意

見をいただきたいと考えております。次回もまた時間的に厳しい作業になると思いますが、

よろしくお願いいたします。 

 次回の日程なのですが、１月２２日の木曜日、２時から４時で予定しております。会場

はこちらの第４委員会室になります。 

 日程表のほう、Ａ４、１枚の紙でお配りしてあるのですけども、そちらをごらんくださ

い。下から三つ目の第５回協働事業評価会というのが、次回の１月です。その次、２月の

日程、前回のとき２月はいつするのですかという話があったのですが、２月は２月１３日

の金曜日に決めさせていただきたいと思います。やはりこちらも２時からで同じ会場、第

４委員会室を予定しております。２月にはもう来年度のＮＰＯ活動資金助成の検討に入り

ませんと、３月の末にはもう説明会を開くようになりますので、２月のところで検討を行

いたいと考えております。 

 それから一番下の第６回の協働支援会議につきましては、今のところ３月１８日の水曜

日を予定させていただいております。以上になります。 
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 久塚座長 ちょっと時間を過ぎましたけれども、今日は３時間、どうもお疲れさまでし

た。ありがとうございました。今日の日程はこれで終わります。 

 事務局 ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


